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第１０回 検査制度に関する意見交換会合 

議事次第 

 

 

１．日 時：令和４年１１月３０日（水）１５:３０～ 

 

２．場 所：原子力規制委員会 １３階 Ａ会議室 

 

３．出席者 

（１）原子力規制委員会 

   田中 知   原子力規制委員会 委員 

   杉山 智之  原子力規制委員会 委員 

（２）外部有識者（五十音順） 

   勝田 忠広  明治大学 法学部 教授 

   高橋 滋   法政大学 法学部 教授 

   米岡 優子  一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構 理事 

（３）原子力規制庁職員 

   森下 泰   長官官房審議官 

   武山 松次  検査監督総括課長 

   清丸 勝正  検査監督総括課 検査評価室長 

   杉本 孝信  安全規制管理官（実用炉監視担当） 

   大向 繁勝  安全規制管理官（核燃料施設等監視担当） 

   髙須 洋司  安全規制管理官（専門検査担当） 

   渡邉 達樹  検査監督総括課 課長補佐（制度担当） 

（４）事業者 

   酒井 修   原子力エネルギー協議会 理事 

   富田 邦裕  原子力エネルギー協議会 部長 

   多田 雅彦  原子力エネルギー協議会 副長 

   尾野 昌之  原子力安全推進協会 常務 

滝沢 昌夫  原子力安全推進協会 ＧＬ 

吉松 茂   原子力安全推進協会 特任調査役 

伊藤 康隆  北海道電力株式会社 原子力事業統括部 原子力安全・品質保証 

部長 

矢野 宜嗣  北海道電力株式会社 原子力事業統括部 原子力安全・品質保証Ｇ 

グループリーダー 

渡邊 隆一  北海道電力株式会社 原子力事業統括部 原子力安全・品質保証Ｇ 
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副主幹 

奈良 泰夫  北海道電力株式会社 原子力事業統括部 原子力安全・品質保証Ｇ 

担当部長 

山岸 等   北海道電力株式会社 泊発電所 原子力安全・品質保証室 室長 

屋敷 誠二  北海道電力株式会社 泊発電所 原子力安全・品質保証室 課長 

太細 克己  北海道電力株式会社 泊発電所 原子力安全・品質保証室 副長 

髙野 大志  北海道電力株式会社 泊発電所 原子力安全・品質保証室 担当 

西嶋 勇介  北海道電力株式会社 泊発電所 原子力安全・品質保証室 担当 

滝沢 慎   東京電力ホールディングス株式会社 原子力運営管理部保安管理グ

ループ グループマネージャー 

齋藤 朗   東京電力ホールディングス株式会社 原子力・立地本部課長 

仲村 光史  東京電力ホールディングス株式会社 原子力安全・統括部 品質・

安全評価グループ グループマネージャー 

橋本 佳文  東京電力ホールディングス株式会社 原子力安全・統括部 品質・

安全評価グループ 課長補佐 

殖栗 敏雄  東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 原子

力安全センター安全総括部 品質・安全担当 

猪狩 喜平  東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 原子

力安全センター安全総括部 改善推進グループ グループマネージ

ャー 

吉田 嗣也  東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 原子

力安全センター安全総括部 改善推進グループ チームリーダー 

猪俣 智和  東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 原子

力安全センター安全総括部 改善推進グループ チームリーダー 

鶴 一隆   関西電力株式会社 原子力事業本部 原子力発電部門 原子力発電

部長 

長谷川 順久 関西電力株式会社 原子力事業本部 原子力発電部門 発電グルー

プ チーフマネジャー 

   菅 陽介   関西電力株式会社 原子力事業本部 原子力発電部門 発電グルー

プ マネジャー 

   森永 和寛  関西電力株式会社 原子力事業本部 原子力発電部門 発電グルー

プ  

久我 徹   関西電力株式会社 原子力事業本部 原子力発電部門 保修管理グ

ループ マネジャー 

大久保 哲朗 日本原燃株式会社 理事 安全・品質本部 安全推進部長 

佐藤 史章  日本原燃株式会社 安全・品質本部 品質保証部長 
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黒石 有毅  日本原燃株式会社 安全・品質本部 品質保証部 品質保証グルー

プリーダー 

宮本 政幸  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 敦賀廃止措置実証部

門 新型転換炉原型炉ふげん 安全・品質保証部 品質保証課 課

長 

近藤 哲緒  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 敦賀廃止措置実証部

門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 次長 

高橋 康雄  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 敦賀廃止措置実証部

門 高速増殖原型炉もんじゅ 安全・品質保証部 品質保証課 課

長 

沖本 克則  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構核燃料・バックエンド

研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 再処理廃止措置技術開

発センター品質保証課 課長 

清水 和幸  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエン

ド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 再処理廃止措置技術

開発センター品質保証課 マネージャー 

鈴木 快昌  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエン

ド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 再処理廃止措置技術

開発センター品質保証課 主査 

金山 文彦  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構核燃料・バックエンド

研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境技術開発センター

計画管理課 技術副主幹 

菊野 浩   国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエン

ド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 プルトニウム燃料技

術開発センター 品質保証課 課長 

吉田 健一  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエン

ド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 保安管理部施設安全

課 課長 

古橋 秀雄  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエン

ド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 保安管理部施設安全

課 マネージャー 

杉山 顕寿  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエン

ド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 保安管理部施設安全

課 技術副主幹 

捧 賢一   国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエン

ド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 保安管理部施設安全
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課 技術副主幹 

大畠 史一  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエン

ド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 保安管理部施設安全

課 主査 

鎌田 和樹  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエン

ド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 保安管理部施設安全

課 主査 

大内 靖弘  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 

原子力科学研究所 保安管理部 品質保証課 技術副主幹 

福島 学   国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 

原子力科学研究所 保安管理部 品質保証課 技術副主幹 

伊東 康久  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術セン

ター 安全管理課 課長 

西村 善行  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術セン

ター 安全管理課 マネージャー 

米澤 秀成  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリテ

ィ統括本部 安全管理部 安全・品質保証課 (再雇用職員) 

助川 和弘  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリテ

ィ統括本部 安全管理部 安全・品質保証課 (再雇用職員) 

伊勢田 浩克 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリテ

ィ統括本部 安全管理部 施設保安管理課 課長 

松井 寛樹  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリテ

ィ統括本部 安全管理部 施設保安管理課 マネージャー 

大内 諭   国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリテ

ィ統括本部 安全管理部 施設保安管理課 技術副主幹 

中村 圭佑  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリテ

ィ統括本部 統括管理室 技術副主幹 

白神 孝一  原子燃料工業株式会社東京本社 品質・安全管理室長 

鈴木 瑞穂  原子燃料工業株式会社東海事業所環境安全部 部長 

瀬山 健司  原子燃料工業株式会社東海事業所環境安全部 安全管理グループ長 

川村 慧   原子燃料工業株式会社東海事業所環境安全部 安全管理グループ員 

三橋 雄志  三菱原子燃料株式会社 安全・品質保証課 主査 

久野 義夫  三菱原子燃料株式会社 安全・品質保証課 主査 

花岡 剛史  三菱原子燃料株式会社 安全・品質保証課 主査 

芳原 新也  近畿大学 原子力研究所 管理室長 

杉山 亘   近畿大学 原子力研究所 炉主任代行者 
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北本 俊二  学校法人 立教学院 立教大学原子力研究所 所長 

大村 直孝  学校法人 立教学院 立教大学原子力研究所 管理室長 

佐藤 勇   東京都市大学原子力研究所 所長 

内山 孝文  東京都市大学原子力研究所 管理室長 

水迫 文樹  日本核燃料開発株式会社保安管理部 部長 

油田 良一  日本核燃料開発株式会社核燃料取扱主務者 社長補佐 

水戸 紀之  日本核燃料開発株式会社品質知財本部 部長代理 

土橋 弘和  日本核燃料開発株式会社研究部ホットラボグループ グループリー

ダー 

齋藤 康宏  日本核燃料開発株式会社保安管理部工務グループ グループリーダ

ー 

赤阪 幸寿  日本核燃料開発株式会社管理部総務グループ 部長代理 

近藤 政義  日本核燃料開発株式会社保安管理部安全管理グループ グループリ

ーダー 

佐藤 泰彦  ＭＨＩ原子力研究開発株式会社安全管理部 部長 

折井 明人  ＭＨＩ原子力研究開発株式会社安全管理部 次長 

町田 博   ＭＨＩ原子力研究開発株式会社安全管理部 主幹 

青木 聖   ＭＨＩ原子力研究開発株式会社安全管理部 主任 

野瀧 友博  ＭＨＩ原子力研究開発株式会社技術推進・品質保証部 品質保証室 

室長 

巳鼻 健   ＭＨＩ原子力研究開発株式会社技術推進・品質保証部 品質保証室 

主席 

高橋 由紀夫 日本機械学会 発電用設備規格委員会 副委員長 

伊阪 啓   日本機械学会 発電用設備規格委員会 幹事 

西川 武史  日本原子力学会 標準委員会 幹事 

高橋 毅   日本電気協会 原子力規格委員会 副委員長 

 

４．議 題 

  議題１ 令和４年度第２四半期の原子力規制検査等の結果 

議題２ 検査制度に関する事業者意見 

議題３ 設計基準文書の作成状況と活用状況 

議題４ 各事業者におけるＣＡＰシステムの運用状況 

議題５ 検査ガイド改正を予定している主な内容 

議題６ 事業者の機微情報へのアクセスの手順の明確化 

 

５．配布資料 
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  資料１   令和４年度第２四半期の原子力規制検査等の結果（２回目） 

（原子力規制庁） 

資料２   検査制度に関する事業者意見（原子力エネルギー協議会） 

資料３   設計基準文書（ＤＢＤ）の作成状況と活用状況（原子力エネルギー協議

会） 

資料４―１ ＣＡＰシステムの運用状況について（北海道電力株式会社） 

資料４－２ ＣＡＰシステムの運用状況について（東京電力ホールディングス株式会

社） 

資料５   検査ガイド改正を予定している主な内容（原子力規制庁） 

資料６   事業者の機微情報へのアクセスの手順の明確化（原子力規制庁） 

参考１   原子力規制検査における課題への対応スケジュール（原子力規制庁） 

参考２   原子力規制検査における課題に対する取組状況及び対応方針（原子力規

制庁） 

 

６．議事録 

○武山検査監督総括課長 それでは、定刻になりましたので、第10回検査制度に関する意

見交換会合を開催します。 

私は、今日の司会進行をします、検査監督総括課長の武山です。 

 本日も新型コロナウイルス感染拡大防止のためにWEB会議システムを用いた開催として

おります。あらかじめ御了承ください。 

本日は原子力規制委員会から田中委員、杉山委員に御出席をいただいております。 

 また、外部有識者の先生方として、米岡先生、勝田先生、それから高橋先生にも御出席

をしていただく予定になっております。 

それでは、まず、議題1から、令和4年度第2四半期の原子力規制検査等の結果について

報告をさせていただきます。 

本件、資料1でございますけれども、今日の午前中、それから、先週の委員会、2回に

わたって報告をしたものです。資料を見ていただいて検査指摘事項を中心に御紹介したい

と思います。 

 まず、第2四半期での検査指摘事項として、一番最初の1ページにあります柏崎刈羽原子

力発電所6号機の不十分な不適合処置による非常用ディーゼル発電機の複数回にわたる復

旧失敗というものです。これは、本年3月に柏崎の6号機の非常用ディーゼル発電機の24時

間連続運転時に発生した機関軸受の軸封部から潤滑油が飛散をしたという事象がありまし

て、それ以降、復旧するのに適切な不適合処置を実施できなかったということで、複数回

にわたって補修、不適合発生を繰り返したというものでございました。 

 これについて、緑、深刻度SLⅣという評価をしております。 

それから、次のページで美浜3号機の不十分な調達管理によるA封水注入フィルタ蓋フ
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ランジ部からの漏えいでございます。これは、今年の8月に定期検査中の美浜3号機で1次

冷却材系統の漏えい検査準備のために系統の昇圧をしていた際に警報が鳴ったというもの

でして、運転員が現場で確認したところ、原子炉補助建屋の封水注入フィルタ室付近に水

溜りが確認されて、関連パラメータの確認によって、サンプの水位上昇が確認されたとい

うことです。この調査の結果、事業者の調査の結果、A封水注入フィルタ蓋フランジのボ

ルトが規定のトルク値で締めつけられていなかったということで締めつけ不足による漏え

いということが分かったものです。 

これも緑/SLⅣでございました。 

それから、同じ美浜3号機で不十分な作業管理によるAアキュムレータ逃し弁の誤動作

というものでございました。これも本年8月に定期検査中に美浜3号機で、1次冷却材系統

の昇温・昇圧時に、「Aアキュムレータ圧力低」の警報が発信したというものです。本件

について事業者が調査をした結果、この逃し弁近傍での足場組立・解体作業時において、

アキュムレータ逃し弁のボンネット部に何らかの衝撃が加わった可能性があって、その衝

撃によって弁シート部の当たり面に変化が生じ、設定圧力より低い値で当該弁が誤動作し

て、アキュムレータ内の圧力が低下したというものでございました。 

これも緑/SLⅣでございました。 

続きまして、高浜3号機の作業要領書の不備によるタービン動補助給水ポンプの運転上

の制限からの逸脱。これは、今年の7月に定期検査中の高浜発電所3号機でタービン動補助

給水ポンプの制御油系統のオイルフィルタの蓋部から油漏れがあったというものでござい

ます。 

本件も原因を事業者が調査をした結果、そのフィルタのシート面の手入れやパッキン

の取付け方法に関して作業要領書に具体的な記載がなく、今回の定期検査で実施した当該

フィルタの分解点検後の復旧作業に不備が生じたということで、油漏れが発生したという

ものでございました。 

それから、3ページに行きまして、高浜4号機で保守管理不備により発生したスケール

による蒸気発生器伝熱管損傷事象というものです。高浜4号機で、これも定期検査中に蒸

気発生器の伝熱管で、いわゆる伝熱管の渦流探傷試験というのを実施したところ、複数の

伝熱管において、管支持板部付近に外面からの減肉があったというものでございました。 

本件、前回の定期検査時と同様に、伝熱管の表面に生成された稠密なスケールがプラ

ント運転中に管支持板下面に留まって、そのスケールに伝熱管が繰り返し接触したことで

摩耗減肉が発生したという可能性が高いというふうに推定をしています。 

これも緑/SLⅣでございました。 

それから、高浜1号機の所内規定の不備による屋外アクセスルートの確保の失敗です。

これは、本年9月6日に高浜発電所1号機で、原子力検査官が可搬型重大事故等対処施設等

の確認のために現場ウオークダウンをしていたところ、緊急時対策所から北門に至る屋外

アクセスルートの幅員が狭くなっていることを確認しました。この幅員を事業者の立会い
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の下で測定をしたところ、いわゆる重大事故対処のための車両等のうち、最も幅の大きい

ブルドーザの幅、それよりも狭いということが確認されたというものでございました。 

これについても緑/SLⅣでございます。 

それから、7番目、核燃料施設等でございますけれども、日本原燃の再処理施設の高レ

ベル廃液ガラス固化建屋における作業管理の不備による供給液槽Bの安全冷却機能の一時

喪失でございます。 

これ、本年7月に日本原燃株式会社の再処理施設の高レベル廃液ガラス固化建屋で作業

管理の不備によって弁の誤操作によって供給液槽の安全冷却機能が一時喪失したというも

のでございまして、これについては、追加対応なし/SLⅣという評価をしています。 

それから、次のページ、4ページに行っていただいて、検査指摘事項、いわゆる重要度

評価はしていませんが、深刻度だけ評価したものとして、「敦賀発電所2号機のボーリン

グ柱状図のデータ書換えの原因調査分析」についての検査というのを行っております。こ

れについては、SLⅢという判断をしているというものでございました。 

以上が第2四半期での検査の結果でございました。詳細については後ろのほうに記載が

ありますので後ほど御覧いただければと思います。 

私からは以上でございます。 

では、本件について意見交換で何か御意見がありましたら挙手ボタン等でお示しいた

だければと思います。 

森下さん、どうぞ。 

○森下長官官房審議官 規制庁の森下です。 

 事案の今回の指摘の1番の柏崎の非常用ディーゼルについてなんですけれども、委員会

に報告した際に、この東京電力の柏崎での24時間、自主的にされているものなんですけれ

ども、まだ完全に24時間できるというところまで完了していなくて、まだ途中であると。

で、一応、DGが復帰した、使えるところまでなったということで、我々としては、引き続

き24時間、自主的に東電がするこのテストを規制検査で確認するという方針にしておりま

す。 

 あと、これについて、東京電力、今のところで、いつ頃そういう試験を再開するつもり

かという情報があれば、教えてください。 

○武山検査監督総括課長 東京電力さん、いらっしゃっていますでしょうか。 

○滝沢グループマネージャー（東京電力） 東京電力の滝沢と申します。 

すみません、私、その情報を持ち合わせておりませんで、申し訳ありません。 

発電所のほうから参加している方で時期について御存じの方はいらっしゃいますか。 

○森下長官官房審議官 もし、今日、答えられる人がいなければ結構です。もしスケジュ

ールを知っていたらと思って聞きました。 

 それから、もう一つですけれども、よろしいですかね、武山さん。 

○武山検査監督総括課長 はい。 
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○森下長官官房審議官 二つ目の美浜3号機でのフランジ部からの漏えいについてなんで

すけれども、これ、先ほど説明があったように、協力会社の作業員の方がボルトを締める

トルクを誤った数値を作業要領書に転記してしまって、その作業要領書が関西電力のほう

でもチェックしていなかったということで、その値で締めたので緩かったので漏れてしま

ったというやつなんで、こういう協力会社がやる作業についての品質管理というのを電力

会社がどれだけきちんと見ているかという観点で我々もどれだけしっかりできているかと

いうのを見ていかなきゃと思っていますので、ちょっとその旨、お伝えしておきます。ほ

かにも今回、複数、協力会社のほうでミスったために生じているようなのがありますけれ

ども、同様に思っておりますので、ここでお伝えしておきます。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 本件は、あれですね。その作業要領書を事業者がきちっと確認

をするということになっていたんだけど、していなかったということがPD、パフォーマン

ス劣化だというふうに考えていますので、ある意味、事業者のほうできちっとそういうの

が確認されるということが大事だということの一つの事例だというふうに思います。 

 関電さん、何かありますか。 

○菅マネジャー（関西電力） 関西電力です。 

 特にございません。 

○武山検査監督総括課長 分かりました。 

 ほか、御意見、ございますでしょうか。 

 特にないようでしたら、また気がついたところで発言いただければと思いますので、そ

れでは、次の議題に行きたいと思います。 

次の議題は、検査制度に関する事業者意見についてです。本件については、ATENAのほ

うから御説明いただいて意見交換をしたいと思いますので、説明をお願いいたします。 

○富田部長（ATENA） ATENAの富田です。 

 資料2に基づきまして、検査制度に関する事業者意見を述べさせていただきたいと思い

ます。 

 ただ、今回、第2四半期に関しまして、大きな事業者意見はなかったものですから、こ

れまで何回かの会合で我々のほうから事業者意見を述べさせていただいた観点の中で、ど

んな感じに今なっているのかと、どういう状況になっているのかということのフォローア

ップを今回させていただきたいなと思っています。 

 1番からです。前回、申し上げましたPRAのモデルの適切性確認がちょっと遅れています

よねと、そういうような話です。 

 これに関しましては、フォローアップのところを御覧いただきたいんですが、NRAさん

と、あと、ATENAと、あとNRRC（原子力リスク研究センター）とで面談を10月20日に行い

ました。ここの中で効率化に関してどうやっていこうかと、どういう意見がありますかと、

そういったことで相談をさせていただいたということでございます。 
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 結果的には、いろいろな観点でやっぱり規制庁さんの意図がなかなか酌み取れなくて、

結果的に、何というのでしょうかね、手戻りが多くなっちゃっているとか、そういったと

ころをいろいろと改善していきましょうという話になりましたし、我々も事業者側も、真

摯に対応していかなければいけないということで、双方がやっぱり効率化というのか、早

くできるように対応を取っていかなきゃいけないということで、いいコミュニケーション

が取れたんじゃないかと思っていますし、最近の事例では、一部の電力から聞いていると

ころなので、これが確実に反映されているのかよく分かりませんけれども、このPRAの適

切性確認の中で、NRAさんの意図を、質問の意図をしっかりと御説明いただいたりという

ことでコミュニケーション改善が図られているのではないかなというふうに感じておりま

す。 

 2点目です。チーム検査の日程調整の件で、これも前回、報告というか、御意見を述べ

させていただきました。この前回申し上げた検査に関しましては、基本的には第3四半期

に行われるチーム検査を早めに教えてくださいといったところ、7月の時点で12月に予定

していますよと、そういう話でした。 

これは7月の時点で12月なのでまだよかったんですけれども、最近、9回会合の後、情

報を取れたんですけれども、本来であれば9回会合よりも前に事が起こっていた案件なん

ですけれども、下に書いてある、第2四半期の気づきというところに書いてありますけれ

ども、7月にチーム検査を予定していたものがありまして、結果的には、そこの下のとこ

ろに書いてありますけれども、5月19日にNRAさんからチーム検査の放射性固体廃棄物等の

管理の日程調整の連絡が来たということで、7月のエンドか8月の頭ぐらいと、そういった

ところで来ました。その日に事業者からはNRAさんに対してはどちらでもいいですという

ことで御回答を差し上げたというところでございます。 

その後、ちょっと音沙汰がなかったようで、7月の中旬ぐらいに日程が決まりましたと

いうことで、今月の28日と29日に行いますということで、二、三週間前に通知いただいた

というところで、そこら辺で、もうちょっと早めのリードタイムで御連絡いただけると嬉

しいなというところでございます。 

 ただ、今回の資料にも入っていますけど、NRAさんからの資料の中で、基本的に3か月前

に御通知いただくというようなことでガイドの中に盛り込みますよということで書いてい

ただいているので、これをしっかり履行していただけると、我々としては、チーム検査を

受けるに当たって、それなりのワークロード等用意が必要なので、その辺の準備ができる

のではないかなというふうに思います。 

 3番目になります。これ、7回会合なのでかなり前の話なんですけれども、技術基準の改

正と検査への反映タイミングということでして、ちょっと読み上げますけれども、2020年

度の民間規格の技術評価において、そこに書いてありますJEAC4207-2016年版がエンドー

スされまして、その翌年に、7月21日に、そこに書いてある「実用発電用原子炉及びその

附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」といったものが改正されま
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して、検査への反映タイミングについて、ちょっと事業者と規制庁の間で認識が異なった

という案件であります。 

そこに書いてありますとおり、結果的に適用時期については、プラントへの影響とか

いろいろなものがありますので、書面でやっぱり我々に伝えていただきたいというような

ことを申し上げております。 

その結果、次の会合で規制庁さんから、そこに書いてあります①、②のところで、し

っかりと、①の4行目、3行目ぐらいになりますけど、今後、規則・解釈の改正を行う場合

には、経過措置の要否等の意見交換を行いますと。それで回答を求めますというようなこ

とをおっしゃっていただきました。 

それに対しまして、さきの技術基準に関してはこういう状態だったんですけれども、

最近行われたフォローアップのところですけれども、日本電気協会規格のデジタル安全保

護系に関する規格なんですけれども、これに関しましては、事業者に対して経過措置の要

否について十分意見交換をすることができたということで、しっかりとコミュニケーショ

ンが取れたんじゃないかなというふうに考えております。 

4点目になります。検査官とのコミュニケーションということで、要するに、チーム検

査において、現地で結果的に指摘かどうかというのを判別できないものがありますと。当

然、本庁に持ち帰っていただいて、それで継続的に審議されるということがあるんですけ

れども、その結果どうなったかというところのコミュニケーションをしていただきたいと

いうことで、できれば本庁の結論が出た時点でWeb会議なんかを使って締めくくり会議を

やってほしいと、そういう要望をさせていただきました。 

規制庁さんからも徹底していくよというような御回答をいただいております。8回でで

すね。 

最近の事例ですと、第2四半期のチーム検査の締めくくりで丁寧に対応いただいた例が

あったというふうに書いてありますけれども、締めくくり会議のときには結論は出なかっ

たんですけど、そのときに、現地検査官で認識の説明がございました。でも、結果的に本

庁で判断をするということになるので、後日お伝えしますと、そういったことを言ってい

ただきまして、結果的に、変更は、そのときの現地検査官の認識の変更はなかったと、認

識じゃない、現地検査官で、そこで説明があった内容について変化はなかったというよう

なことで、そういった連絡もいただきましたということで、しっかりとコミュニケーショ

ンが取れている事案ではないかと思っております。 

ということで、今回、4件、今までお伝えしたことについてフォローアップさせていた

だきましたけれども、大まかにはかなりしっかりと対応していただいて、事業者としては

非常にありがたいなと思っております。 

以上でございます。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございました。今、御説明いただいたような形で、

一応、我々のほうでも対応させていただいていまして、特にチーム検査の日程調整につい
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ては、過去、こういう事例があったということで、後の議題でも当方のほうから説明をい

たしますけれども、3か月前に連絡をするということを徹底したいというふうに思ってい

るところです。 

 本件について意見交換をしたいと思いますけれども、御意見をいただけますでしょうか。 

 大向さん、お願いします。 

○大向安全規制管理官 核監部門の大向でございます。 

 本日、意見、ありがとうございます。ちょっと趣旨が違うというか、事実誤認されてい

るんじゃないかなと思う件が一つありまして、資料2の2.のチーム検査の日程調整ですね。

これ、チーム検査というのが実は2種類あるんですけれど、それについては資料1、本日、

先ほど武山が説明しました資料1の6ページ、7ページを見ていただければと思います。別

紙1とありますが、第9回会合でやられた案件は別紙1のこの6ページのほうのスケジュール

調整だと思うんですね。 

 で、今回、気づきで挙げられているのは、7ページのほうのその他、法定確認に係るチ

ーム検査で、これはトリガーが実は事業者さんからの申請に応じてということになってい

ます。なので、確認の申請が来て、それからスケジュール調整をするというものでござい

まして、今回そもそも申請が3か月前にされていますので、その申請と同時に日程を決め

るのは無理ですよということにはなるんですけれど、この日程調整、まず候補日が二つあ

るのは、担当に聞きましたところ、7月1日人事異動がありますと。なので、担当者が代わ

るとすぐ検査というのも大変なので、第一候補が28、29、これを一応日程としておいて、

万一、人事異動があったら4日、5日にしましょうねということで、5月20日にそのように

回答しているということでございました。 

 7月中旬に日程を把握されたと書いてあるんですけれど、7月の上旬には人事異動もお互

いになかったので、第一希望どおりやりましょうというふうに連絡を、メール連絡が取れ

ていますので、ちょっと何か事実誤認があるのではないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。今言ったような形の事実だったという

ことであれば、連絡は密に取れていたかなという気はするのですけれども、ATENAさん、

何か本件、詳しい内容とかは御存じですか。 

○富田部長（ATENA） ATENA、富田です。 

 どうも申し訳ございませんでした。そこまでちょっと情報が取れていなくて、それであ

れば、5月20日にそういった第一優先こっちで、第二優先こっちで、考えておいてと、そ

ういう話であれば、ちょっと書き方が悪いし、情報の取り方が、我々としてよくなかった

というふうに思いますので、これからしっかりと情報の確認等、もうちょっとしっかりと

コミュニケーションを取りたいと思います。すみませんでした。 

○武山検査監督総括課長 いずれにしても、きちんと連絡をお互いに取って、きちんと検

査が滞りなくできるようにしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 
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 では、森下さん、お願いします。 

○森下長官官房審議官 森下です。 

 私は、こういう、本件はこういうやり取りになりましたけれども、こういう細かいこと

まで含めて事業者のほうの意見を拾っていただいて、出していただいてやるということ自

体が大事だと思っていますので、引き続き、こういう声を聞いたら、こういう場で届けて

いただけるようにお願いいたします。お願いです。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 髙須さん、では、お願いします。 

○髙須安全規制管理官 規制庁、専門検査部門の髙須でございます。 

 私も大向と同様、チーム検査の日程調整の件で、確認ということで、先ほどATENAさん

のほうから3か月前であれば問題ないよというような趣旨の御発言があったんですけど、

先ほど7月時点で連絡がないため、12月に予定しているということであったということで、

先ほどの6ページに書いてある12月に予定しているチーム検査を使用前事業者検査とか法

定確認行為に係る検査を除いて確認したところ、何件かあるんですけど、そのいずれも3

か月前にはどうも事業者さんとメールのやり取り、もしくは電話で調整をさせていただい

ているようで、そういう対応であれば問題ないという理解を、今、先ほどの御説明でした

んですけれども、それでよろしいかという、そこの確認です。 

○富田部長（ATENA） ATENA、富田です。 

 事業者としては、そうですね、ちょっと直接は答えられないかもしれませんけれども、

やっぱり後々、いろんな工程が絡んできていますので、できればフィックスした日にちを

いただきたいなというふうに思っていまして、何個かオプションがあると、そこのところ

全部押さえていくという話になっていくので、当然、そうなると多ければ多いほど、調整

しなきゃいけないというところがあるので、今までの対応、この二つぐらいの対応であれ

ば、2種類のオプションぐらいの対応であれば、まあぎりぎり大丈夫かなという気はしま

すけれども、できればですけれども、一つのフィックスした対応に、フィックスした日程

でお願いできればなと思っています。 

 以上です。 

○髙須安全規制管理官 規制庁、髙須でございます。 

 趣旨は分かりました。じゃあ3か月前までにいずれにしてもある程度の、我々も極力、

そういったところは我々の検査官のいわゆる配置にも関わるので、我々もあんまり幅を持

たせられないとは思うんですけど、そういったところで情報共有、3か月を目途にやれれ

ばいいという理解を当方はしておけばよろしいでしょうか。 

○富田部長（ATENA） ATENA、富田です。 

 そうだと思います。その際にしっかりとコミュニケーションをさせていただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

○髙須安全規制管理官 規制庁、髙須です。 
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 了解いたしました。 

○武山検査監督総括課長 田中先生、お願いします。 

○田中委員 ありがとうございます。資料2なんですが、事業者から意見というのがよく

分かりました。 

 ちょっと1個気になったので、1個目のところで、NRAの意図が理解、聞き取れなかった

というふうな発言があったんですけれども、聞き取れないんだったら、その意見交換をし

たときにその場でどういう意図なんですとか、そういう質問があってもよかったので、そ

ういう質問はされなかったんですか。 

○富田部長（ATENA） ATENA、富田です。 

 直接、質問がface to faceとか、あと、リモートとか、そういった感じであるときには

意図を確認するということは可能だと思いますけど、場合によってはメールみたいなもの

でやり取りされるとか、そういうことがあったりするので、face to faceであれば、多分、

問題はないとは思いますけど、そういった事例があったというふうに聞いています。 

○清丸検査評価室長 規制庁、検査評価室の清丸でございます。 

 今の田中委員の御指摘なんですけれども、質問の意図が不明確だったというところは、

一つは、この質問、答えたところで適切性確認のどういったところに反映されるのかとい

う、ただ知りたいのではないかというような疑念を持たれてしまっている部分も一部にあ

るかと思います。 

 この点についても先ほど御説明がありましたように、10月20日のときにもいろいろやり

取りをさせていただきまして、あと、第9回以降、できるだけ、何のために質問している

か、この質問の回答は適切性確認においてこういうふうに反映されるというところはでき

るだけ説明するように努めておるところです。 

 あと、効率性という意味では、これも20日にやり取りをしましたけれども、リモートで

やるよりも、実際、20日もそうだったんですけれど、対面で会って話をすると話が進むと

いう部分もやはり一定程度はございます。特に適切性確認で場合によっては図面を広げて

ああだ、こうだというやり取りもする場面もあろうかと思いますので、今後、コロナの状

況が許せばでありますけれども、対面での面談も含めて、できるところは着実に進めてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ほかに御意見、どうでしょうか。 

 渡邉さん、どうぞ、お願いします。 

○渡邉課長補佐 検査監督総括課の渡邉と申します。 

 先ほどのチーム検査のスケジュール調整の件で、ちょっと1点、ATENAの問題意識を確認

したいんですけれども、少し資料5とも関係してくるので、今後、ガイドにそういった予

定調整の基本的なところは書いていこうと考えているところなんですけれども、先ほども

議論がありましたように、チーム検査も2種類ございまして、規制庁のほうで年間スケジ
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ュールをある程度定めて行うチーム検査と、あとは、事業者の申請に応じて、それに付随

して行うチーム検査と、2種類がございます。 

 ですので、少し問題意識として確認させていただきたいのは、一くくりにチーム検査の

予定調整を3か月前を目途に行うとすると、こちらで予定調整するものと、申請に応じて

行うもの、二つ同じように取り扱うということになるのかなと思っていまして、そうする

と、事業者のほうも、その申請を早く出していただくとか、申請の前にある程度スケジュ

ールをこちらにも共有いただくとか、そういった御対応も併せて必要になってくるかと思

いますので、問題意識として、こちらで行うチーム検査を3か月前ぐらいから調整してほ

しいという意見なのか、申請に基づくものも含めて一緒くたにということなのか、ちょっ

とそこを、もし、今、分かれば教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○富田部長（ATENA） ATENAの富田です。 

 ちょっと即答ができない部分があるんですけれども、前者だと思います。前者と言って

いるのは、チーム検査と言っている、ここでいう規制庁さんの資料の6ページですかね。

年間計画で決まっているところのチーム検査では、やっぱり3か月前に欲しいなと思って

います。 

 ただ、7ページの事業者の申請に応じてというところに関しましては、これは事業者側

の問題もありますけれども、3か月前に出せないというようなところもあろうかと思うの

で、ここら辺はまた調整させていただければと思いますし、ここを3か月と申し上げてい

るつもりはございません。 

 以上です。 

○渡邉課長補佐 分かりました。承知しました。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見、ありますでしょうか。 

 特にないようですね。では、本件の議題は以上とさせていただきたいと思います。 

 次の議題に進めさせていただきます。次の議題は、設計基準文書の作成状況と活用状況

です。前回の意見交換会合のほうで当方のほうから紹介を1回していただきたいというこ

とで、本日、紹介をしていただくことになりましたので、ATENAのほうからまた御説明を

お願いいたします。 

○富田部長（ATENA） 引き続きまして、ATENAの富田です。 

 資料3に基づきまして御説明したいと思います。 

 1ページ目は目次ということなのでおめくりいただいて、2ページ目からになります。 

 2ページ目は、よく御覧になっていると思いますけど、コンフィグレーション・マネジ

メントの三つの均衡の図であります。飛ばさせていただきます。 

3ページ目ですけれども、検査制度見直しによってどんなことを取り組んでいるのかと

いうようなことを説明させていただきます。 

事業者の諸活動の中でCMというか、コンフィグレーション・マネジメントに関しまし
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ては、こういう言葉はあまり流行というのか、あまり遣われてはいませんでしたけれども、

従来から当然やっております。 

リスク情報を活用してパフォーマンスベースで発電所の安全を確保していくための検

査制度取組とか見直しを契機に、より体系的に仕組みを構築しましたと。その必要もあっ

たし、その仕組みも構築しましたということでございます。 

検討を効率的に進めるためにも、事業者で連携をして取り組みましたということで、

下に書いてありますけれども、共通の取組としまして、17年10月にJANSIさんの中にCM-WG

を設置しまして、第1回のガイドラインの初版が翌年の9月に制定しました。第2版がその4

年後ですね。今年の3月に改定になったということでございます。 

それに基づきまして、基づいてというか、それをベースにしまして、BWR/PWRですね。

各電力ですけれども、それぞれで設計基準文書、DBDと称していますけれども、のサンプ

ルを作成しながら、各知見を各社で共有しながら作っていっていると、そういったところ

でございます。 

各社の取組なんですけれども、まずは保安規定の中で「施設管理」においてCMの実施

を明確化しまして、保安規定の中に取り込んでいるというところでございます。 

CMに関するマニュアルなんかも整備して、運用が開始されております。 

各社というか、電力共通な部分はありますけれども、管理すべき機器とか系統の抽出、

あと、リスト化を進めております。それに基づいて、必要な系統についての設計基準文書

（DBD）を作成しているというところでございます。 

まず、設計基準、4ページ目になりますけれども、設計基準、これ、BWRの例でありま

すけれども、4ページ目はBWRの格納容器の例です。これ、ベースとして書いてありますの

は、米国のNEIのガイドラインになります。このように設計要求とか管理すべきパラメー

タ、そういったものが書かれているもので、設計基準というものを示しているものでござ

います。 

5ページ目のほうは、非常用DGの話の例が書かれているということでございます。 

こういったものをベースとしまして、6ページ目になりますけれども、先ほどの三つの

均衡の絵がございますが、それぞれDBDを各社、作っているというところでございます。 

例えばPWRの例ですと、右側に示してありますように、系統編で大体20種類、作ってお

りまして、あと、一般事項、火災防護であるとか溢水であるとか竜巻であるとか、そうい

ったことで9種類ぐらい作っております。あと、構造物ということで、建物と土木建築物

の二つを作っているということで、PWRの例ではありますけど、そういった何々編という

ような名前にしてそれぞれDBDを作っているというところでございます。 

7ページ目になりますけれども、先ほどと重複しますけれども、共通事項、そこに書い

てあるような耐震も含めて作っておりまして、あと、系統でいうと、主要な系統が書かれ

ているということでございます。重大事故等対処設備なんかも入っています。 

今の作成状況なんですけれども、再稼働プラントに関しましては、上記の作成範囲の
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DBDは整備済みであります。 

これから再稼働を迎えるプラントに関しましては、まずは燃料冷却を中心とする系統

のところが重要ですので、まずは燃料冷却のような、今でも使っているような系統ですね。

そういったところを中心に整備を行っているというところでございますが、徐々に全体に

対しても整備をしていっているというところでございます。 

8ページ目になります。8ページ、9ページは、これ、あるPWRの電力さんの例と、あと、

9ページは、あるBWR電力の例であります。大体構成としては同じでして、1章から何章か

ということで書いてありますけれども、8ページのほうは、1章、概要から始まりまして、

2章が設計要件ですね。3章は、その設計要件を各機器別に展開するということで設備の仕

様だとか確認事項などを載せていると、そういったことになります。 

具体例としましては、そこの3章の中の、ちょっと数値は書けないんですけれども、タ

ービン動の補助給水ポンプに関しましては、設計要件が起動信号を受けてから何秒以内に

全速力になるということであるとか、ポンプ流量は何m3/h以上であるとか、揚程は何m以

上であると、そういったことが書かれていたり、非常用DGに関しては、何秒以内に電圧確

立するだとか、あと、定格出力何kWが供給可能になることと、そういったことが書かれて

いるのが設計要件になります。 

これらを維持管理が必要で、これらが崩れてしまうと不適合になってしまう、不整合

してしまうとパフォーマンスが劣化してしまうということなので、ここを気をつけてやっ

ていくということになります。 

BWRの電力さんの例もほぼ同様です。ちょっと章が、2章のところに法令とか規則とか

基準というのが入っているので1章ちょっとずれている感じではありますけど、3章自体が

設計要件を記載しておりまして、4章がその機器ごとの展開をしているということであり

ます。ここでは、FPCと言われている燃料プールの冷却系の機能要求みたいなものを書か

させていただいております。揚程であるとか、あと、熱交換器の容量であるとか、あと、

ろ過脱塩装置の状況であるとか、そういったものを記載していると、そういったところで

あります。 

最後になりますけれども、DBDの業務での活用ということになります。初めに申し上げ

たいんですけど、DBD自体を活用するというよりも、我々、CMという、コンフィグレーシ

ョン・マネジメントの一環としてDBDを作成して、それを利用するという形になっており

ますので、DBD自体を特異的に使うというよりも、補足的に使っていくというようなこと

になります。 

まず、期待されることが三つ書いてありますけれども、これはもう皆さんには釈迦に

説法なんですけれども、DBDにより設計要件が体系的、一元的に管理されるということで、

設計要件の正確性とかアクセス性とか理解度が向上するということでございます。 

2点目は、設計管理なんですけれども、例えば現場の設計をする人だとか、本社で設計

をする人と、そういった人たちが設計要件への影響を評価とか理解することに役立ちます
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と、主にやっぱり設計変更をするときであるとか作業するときなんかの現場変更、そうい

ったことに役立てるということです。 

3点目は、これ、コンフィグレーション・マネジメント全体の教育という感じになりま

すけど、基本的な素養ということになりますけど、技術系の職員の設計要件だとか安全へ

の影響等に対しての理解向上にも役立てたいなというところです。 

今後の取組に関しましては、DBDの日々の現場業務での活用の機会を拡充していったり、

例としてオペラビリティ判断ということで、下に四角囲みで業務での利用みたいなものを

書かさせていただいていますけれども、そういったものに適用していきたいなと思ってい

ますし、最終的にというわけではないんですけれども、これから行われるであろうCMの原

子力規制検査をサポートする有効な資料にしたいなと思っております。 

最後に申し上げますけど、もう一度申し上げますが、DBDは基本的には今まである、当

初、設備関係の図書であるとか系統関係の図書とか、そういったものを十把一絡げでまと

め上げたと、分かりやすくした図書というような感じなので、そういう活用をするのであ

って、基本的にやっぱり一つ一つの細かい内容を見にいくというようなときには、原本に

立ち戻って、それを見に行くと、その図書を見に行くということになりますので、一つの

まとまった図書を使いながら、体系的に理解ができるツールではあるんですけど、それに

頼ることなく、原文に戻ってやっていくと、そういったことが重要かなというふうに思っ

ております。 

ATENAからは以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございました。 

 では、本件について意見交換をしたいと思います。御意見をいただけますでしょうか。 

 では、森下さん、お願いします。 

○森下長官官房審議官 規制庁の森下です。 

 このコンフィグレーション・マネジメントとかDBDの整備が進むのをすごく期待をして

いるんですけれども、作業も全体で進んではいるという感じの説明だったと思うんですけ

れども、今後、現場でこれを導入していくということを考えていくと、その導入の仕方と

かスケジュールとか、そういうのを考えなきゃいけない時期がそろそろ来るのかなと思っ

ていて、一気にがらっと変えるのって、結構、作業現場にとってはリスキーだと思うので、

うまくこういう新しい図書とかを使って、新しい業務にうまくいくかというような、見な

がらやるということが大事のような気がするんですけど、その辺については何か検討とか

考えを始めているということがあるんでしょうか。あれば教えてください。 

○富田部長（ATENA） ATENAの富田です。 

 新たに作っている図書ではあるんですけれども、それで現場にはもう導入はされていま

す。 

先ほども申し上げましたけれども、DBDというのは、ちょっと俗っぽい言い方で言うと、

受験勉強でいう、要点集みたいな、そういう感じになろうかと思います。要するに、要点
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集には要点は載っていて、しっかりとそこのロジックはちゃんと組まれていて、どこに飛

べば、何を見れば、別の図書の何を見ればしっかりと分かるかということは指し示されて

るんですけれども、結局、立ち戻るべきものは現場の系統設計仕様書であるとか設備設計

の仕様書であるとか、そういった今まである仕様書に行くことになるので、基本的には一

つでどういう連携になっているのかということは見えるというようなものになりますし、

加えて、その要点が書かれているので、設計要件であるとか、何でその要件が法律からど

ういうふうに来ているのとか、技術的にどういうところから来ているのかと、そういった

ことが、要点が書かれている図書であって、最終的にやっぱり立ち戻るべきは、今まで使

っていた、何遍も申し上げますけど、系統設計だとか設備設計の仕様書ということになる

ので、現場への混乱は、私はないな、ないのではないかというふうに考えております。 

 電力さんから何か御意見があればお願いします。 

○武山検査監督総括課長 電力会社のほうから何か補足説明とかありますか。 

 特になければ、米岡先生から御意見をいただけますでしょうか。 

○米岡理事 まずは、大変お疲れさまでしたということだと思います。出来上がっている

ものに対してCMでひもづけをするというのは、大変な作業だと思いますので、お疲れさま

ということと、それから、今後も継続していただければというふうに思います。 

 ぜひ、もうやっていらっしゃるかもしれませんけれども、品質マネジメントシステムの

中にもどのように利用するかというようなこともきちんと書いていただいて、そうするこ

とによって不適合の是正処置などの妥当性もよく分かると思いますし、また、新しい方へ

の研修とか、そういった認識を持っていただくときにも非常に有効な手法だと思いますの

で、ぜひ今後もきちっと維持管理をしていって有効に使っていただければ、必ず安全へ貢

献していくというふうに思います。ありがとうございました。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 今の御意見の中で品質マネジメントシステムにこのDBDを取り込むという話を言われて

いたと思うのですけれども、それについてATENAさん、どうでしょうかね。 

○富田部長（ATENA） ATENA、富田です。 

 ちょっと品質マネジメントシステムに関しましては、今ちょっと答えを持ち合わせてい

ませんので、検討させていただければと思います。すみません、よろしくお願いいたしま

す。 

 あと、確かに今おっしゃられたような研修だとか、そういったところでは系統別に勉強

するには、そこそこ役に立つ資料じゃないかなと思っていますので、これからどういう形

で活用していくのがいいのか分かりませんけれども、活用していきたいなと思っています。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 森下さん、お願いします。 

○森下長官官房審議官 森下です。 

 先ほどの米岡先生の発言の私の理解ですけど、QMSの中に、このCMとかDBDをどういうふ
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うに使う、研修に使うとか、そういうのをちゃんと位置づけて、体系の中に取り込んでや

ってくださいという趣旨だと受け取りました。独立しているよりは、絶対、そのほうがい

いと思うので。その意図が事業者のほうにも伝わっていればいいかなと思いました。 

○武山検査監督総括課長 米岡先生、手が挙がっていますので、よろしくお願いします。 

○米岡理事 森下審議官のおっしゃるとおりで、そういう意図でございます。 

 国際標準の中でもCMは品質管理マネジメントシステムの系列の中に標準書としてござい

ますので、お時間のあるときにちらっと御覧になっていただくのもためになるかもしれま

せん。よろしくお願いします。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見、どうでしょうかね。 

 では、渡邉さん、お願いします。 

○渡邉課長補佐 規制庁の渡邉です。 

 資料の2ページ目でコンフィグレーション管理の3要素ということで、今回、ピンク色の

部分、設計要件ということでDBDの状況を御説明いただいたと理解しています。 

 まさに、このコンフィグレーション管理の他の要素についての状況を少し教えていただ

きたいなと思うんですけれども、例えば物理的構成だと、まさにその施設がどういった状

況なのかというところと、施設構成情報という、系統図みたいな、そういうものなのかも

しれないですけれども、そういったもののほうが、むしろ保全とか保守とかで、もしかし

たらアップデートされる頻度というのは高いのかもしれないんですけれども、こういった

ものもDBDを作っていく中で何か改善などをされているのか、今どういった状況なのかと

いうのは何か情報をいただければ、提供いただきたいと思います。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 いかがでしょうか。 

○富田部長（ATENA） ATENAの富田から、まずはちょっとお答えします。 

 ちょっと総括的な話になるので、あまり具体的ではないかもしれませんけど、後でちょ

っと各電力さんから今の状況みたいなものを御説明いただければなというふうに思ってい

ます。 

 一番使われるべきところはやっぱり設計変更であって、やっぱり設計要求が変わって、

それに伴って図面ですね。主にやっぱり系統図もあるんですけど、図面と、あと、現場が

ちゃんと合っているかというところが、やっぱりそこを一番管理しなければいけないと。 

これまでも、これ、設計の中でこういった管理はしていたつもりなんですけれども、

やっぱりここがこういう、何というのですかね、コンフィグレーション・マネジメントと

いう話が出てきてから、この三つは重要なんだという認識が非常に強くなって、今までで

きている人はできているんですけど、やっぱりすべからくというわけではなかったと思う

ので、こういった考え方が、ある意味、浸透して、とにかく設計変更するときには、この

三つをちゃんと併せていかなきゃいけないんだというふうに設計部門も当然感じています
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し、現場でも、実は、私、少し前まで柏崎のサイトいたんですけれども、やっぱりそうい

ったことが非常にしみついてきているなというふうに思っています。 

 各電力さんで御意見があったらお願いします。 

○菅マネジャー（関西電力） 関西電力の菅です。 

 ATENAさんの御説明に補足いたしますと、関西電力の状況を申しますと、新規制基準へ

の適合審査が一巡したということで、それぞれ物理的構成なり施設構成情報なりがある程

度、固まったところで、このDBDの作成が可能な状況になっておりますので、一旦、この

DBDについては、ある程度、かちっとしたものが作成できる、あるいは作成できていると

いうような状況になります。 

 今後、施設について、また何らかの改造工事が必要になったら、そのときに必要に応じ

てまた新しくしていくという必要はあるかと思います。現状はこんなような状況でござい

ます。 

○武山検査監督総括課長 ほかの電力会社さんで何かありますでしょうかね。 

○齋藤課長（東京電力） 東京電力原子力・立地本部の齋藤と申します。 

○武山検査監督総括課長 お願いします。 

○齋藤課長（東京電力） はい。DBDの作成を通しまして、様々な仕様書ですとか図面類

の確認を行ってまいりましたけれども、その中で、例えばロジックの中にこういった機能

がある、これ、自主的な機能として当社として持っているといったところが、系統設計仕

様書上では読めるけれども、明確さがどうかといったようなところもありましたので、

DBDの整備を通して、そういった気づきというところを施設構成情報のほうに反映すると

いったような取組というところは何件かあったところです。 

 私からは以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 ほかの会社さんで、髙橋先生から手が挙がっていますので、髙橋先生、お願いします。 

○高橋教授 いえ、今のお話は、後で一巡したところでお話をしようかと思ったんですけ

ど、今のお話はすごく重要で、設計変更に役立てるというお話も重要だと思うんですけれ

ども、やっぱりもともとの趣旨を考えると、やっぱり、これを作る過程の中でいろんな気

づきがあって、それをやっぱり共有するという作業がすごく重要かなというふうに思いま

したので、そういう見地から少し、こんな気づきがあったというのを、ぜひ各電力さんで

共有していただくとすごくありがたいなと思って、お聞きしようかなというふうに思った

次第です。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 そういう意味では、電力会社さんのほうから何か、今のお話でこういうところが気がつ

いたというのがあれば。 

 ちょっと今、気が、あれですかね。特に思いつくところがないという感じですかね。ま
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た時間、改めてということになるかもしれませんけれども。 

勝田先生から手が挙がってましたので、いかがでしょうか。 

○勝田教授 聞こえるでしょうか。僕も高橋先生と同意見です。 

 先ほど森下さんの質問に対してATENAさんから、混乱は生じないだろうという御意見は

あったんですが、個人的には、大変な混乱が生じたらよくないのですが、ある程度、混乱

を生じさせて、それによっていろんな気づきを得るというのが、実は、これ、必要なこと

だと思っているので、ぜひ引き続き、一つのモニタリングとして、これを見せた後、どう

いう弱いところ、強いところがあるかというのをしっかりATENAさんのほうで確認して整

理してほしいというふうに思いました。要望です。 

 以上です。 

○富田部長（ATENA） ATENA、富田です。 

 承知しました。どうもありがとうございます。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見、ございますでしょうか。よろしいですかね。はい。 

 ありがとうございました。本件、設計基準文書についてちょっと御紹介していただきま

したけれども、我々も検査制度において、この設計管理の検査等を行うに当たっては、非

常に参考になるものですので、我々としてもこれについていろいろ確認をしていく参考に

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の議題に参りたいと思います。次の議題は、各事業者におけるCAPシステ

ムの運用状況についてです。今回、これ、順番に各事業者から御紹介していただいていま

すけど、本日は北海道電力と東京電力ホールディングスさんから御紹介をしていただきた

いと思いますので、北海道電力さん、東京電力ホールディングスさんの順番で御説明をお

願いできますでしょうか。 

○屋敷課長（北海道電力） 北海道電力泊発電所の屋敷と申します。音声、聞こえていま

すでしょうか。 

○武山検査監督総括課長 はい、聞こえております。 

○屋敷課長（北海道電力） それでは、資料4-1を使いまして、当社のCAPシステムの運用

状況について説明させていただきます。 

 資料右下2ページをお開き願います。こちら、目次ですけれども、今日、本日説明させ

ていただきます内容になりますけれども、まず、CAPのプロセスを紹介させていただいて、

その後、その運用実績、それと、これまで運用してきた中での効果、あと、今後の課題と

いうことで説明いたします。 

 資料3ページ目になります。3ページ目はCAPの目的ということですけれども、こちら、

低いしきい値で情報を収集して、小さな兆候を幅広くつかんで問題解決するということと、

安全への影響度に応じた是正を行って、重要な問題の再発防止と未然防止を図るというと

ころが大きな目的になります。 
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 左側にCAPのフローを記載していますけれども、こちら、これまで各社が説明してきた

フローと大きく変わるものではございません。資料右側のほうに泊発電所のCAP導入まで

の経緯ということで記載させていただきました。ここ、従来、どのような運用であったか

というところでは、従来は不適合未満の些細な気づき事項は、各課での対応ということで、

情報の収集は行っておりませんでした。 

 2020年4月からCAPを運用するに当たって、2018年4月から暫定運用というのを始めまし

て、これは何のために始めたかというと、この後、説明させていただきますコンディショ

ンレポートの作成が重要になってきますので、今までこのようなレポートを書いていなか

ったというところから始めなければならないので、処理に慣れていただくということで、

暫定運用を始めました。その後、10月から試運用を始めて、2020年の4月を迎えたという

ことです。 

資料4ページ目になります。先ほど申しました状態報告、コンディションレポートの話

になりますけれども、ここは、あるべき姿とのギャップとか、原子力安全に影響を及ぼす

可能性のある事象、こういった気づきであったり、問題のある行動とか状態を発見した場

合には、CRを登録するということで、収集方法については、所員にわたっているパソコン

によって、社内システムにアクセスして登録するというところと、協力会社さんに対して

は、口頭とか専用のメールアドレスも設けていますので、そちらにお寄せいただいて、そ

れを当社の社員が代行してシステムに入力するといった運用をしております。収集の項目

については、記載の例がありますので、記載の内容、こういったものをCRに登録するとい

うことで運用しております。 

続いて、右下、5ページ目になります。スクリーニングですけれども、登録されたCRに

つきましては、毎営業日、スクリーニングという行為を行っていまして、CAQの区分であ

ったり、不適合管理の区分を判断しています。これは登録されたCR全数を確認してスクリ

ーニングをしていると。スクリーニングした結果については、翌営業日に開催されます

CAP委員会がありますので、こちらのCAP委員会のほうでその内容を審議して、最終的に

CAQ区分、それと不適合管理区分を決定するという流れになっています。 

右下、6ページ目になります。これもスクリーニングの続きになりますけれども、スク

リーニングでは、先ほど申しましたとおり、CAQの区分と不適合の管理区分、ここを決め

ますけれども、まずCAQの区分につきましては、左下に判断フローがありますけれども、

この判断フローを使って判断しています。主には組織が定めたルールを満足していない事

象とか、安全上重要な設備の故障で、故障に至る前に点検・修理が必要な事象とか、あと

検査の指摘事項、こういったものがCAQに該当すると。CAQに該当したものについては、重

要度に応じて、高、中、低といったグレード分けをしております。 

続いて、7ページ目になります。こちらは、CAQとは別の不適合に係るスクリーニング

の基準になりますけれども、不適合が発生した内容、あと、設備の重要度であったり、発

生した事象が与えた影響などに応じて管理区分を決定していまして、区分については、こ
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の表で定めていますA1～Dまでの5段階で不適合の管理をしております。 

資料8ページ目になります。こちらは是正処置の内容というか、先ほどのCAQ区分と不

適合の区分に応じて、記載の表に当てはめてマトリックスの表を作って、これに当てはめ

て是正処置の検討の要否とか、処置の内容、あとはマネジメントで活動する内容とか、そ

ういったところを大枠を決めて処置を進めていっているという形になります。 

続いて、資料9ページ目になります。こちらは傾向分析と監視・測定の内容になります

けれども、登録するとCRには、それぞれプロセスコードとか、事象コードとか、安全文化

コードとか、そういったコードを付与していまして、その付与をしたコードを用いてパレ

ート分析を行って集積分析を実施しているということで、この集積分析は、四半期に1回

の頻度で行っています。その分析の結果、問題が特定された場合には、CRを発行して改善

を実施していくということで、一連のCRの登録から、処置をして、分析をして、問題があ

れば、またCR登録してという、そういった一連のプロセスを回しているという形になりま

す。 

続きまして、資料の10ページ目になります。こちらからは、実際のCAPの運用実績とい

うことで、まず10ページ目には、CRの件数ということで、2020年度から2022年度の第2四

半期までの不適合の件数とかを載せております。 

ページの左下になりますけれども、CRの件数の推移ということで、棒グラフと折れ線

グラフで表していますが、棒グラフがCRの各半期ごとの登録件数と、折れ線グラフが協力

会社さんからのCRの件数になります。このグラフを見ていただいて、2021年度の第3四半

期からの件数が少し増えていますけれども、これまでの啓蒙活動とかでCR件数が増加して

いるという傾向で、こちらについては、徐々に登録するというところが習慣化してきてい

るのかなというふうに見ています。あと、協力会社さんからのCRの件数が2022年度の第1

四半期、第2四半期共に、ちょっと低位で推移していますけれども、これは、2022年度に

は点検工事がなかったといったことも影響しているのかなというふうに見ています。ちょ

っと課題として書かさせていただきましたけれども、先ほど申しました、今まで啓蒙活動

を継続して実施してきた、そういった結果が少しずつ表れているというふうには見ていま

すけれども、点検工事の実施のありなしでCR件数が減少するといったところも見えていま

すので、ここから分かることとしては、登録されているCR自体は、設備不具合によるもの

がメインになっていて、運用とか、そういった部分の改善事項とか問題点に関するところ

はあまりないのかなというところが分かっていますので、こういったところも登録を促す

ような周知であったり教育もしていく必要があるというふうに感じています。 

続いて、11ページ目になります。こちら、CRの具体例ということで、まず、協力会社

さんからいただいたCRの事例ということで、2件ほど例として挙げさせていただきました。

左側がbeforeで右側がafterになるのですけれども、まず、左上になりますけれども、こ

ちら、スロープ部の境目が分かりづらいということで、転倒とか台車の脱輪の災害の可能

性があるということでいただきました。ここについては、蛍光のトラテープを貼って視認
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性を向上させたというところと。 

あと、その下の件については、工事に伴って屋外通路の屋根が撤去をしたのですけれ

ども、その撤去部にコンクリートの基礎が残っているということで、この後、冬を迎える

に当たって、路面凍結とかによって、つまずきとか、そういったところも懸念されるとい

ったところで御意見をいただいて、それに対しては、右側にあるとおり、クッション材を

つけて、あと、ちょっと派手な色で視認性を向上させたといった、こういった取組にもつ

ながっております。 

下のほうに点線で書かさせていただいていますけれども、従来は、協力会社さんから

の気づき事項は担当課での対応にとどまっていて、全所での共有はされていなかったとい

うことと、あと、協力会社さんとのコミュニケーションについても、どちらかというと設

備面での気づき事項が中心になっていたということですけれども、CAPを導入したことに

よって、協力会社さんからのCRも入ってきて、協力会社さんの目線での気づき事項も所内

で共有することができるようになったということと、あと、協力会社さんとのコミュニケ

ーションも活発に行われるようになったというふうに感じています。 

12ページ目になります。一方、こちらからは、弊社のCRの事例ということで、左側が

仮置き表示がなく、転倒防止処置もなされていないはしごがありますということと、右側

には所在不明の仮置品がありましたといった内容ですけれども。こういった内容は、今ま

では各課でその場で対応していて、全所で共有されるようなことはなかったのですけれど

も、CAPを導入することによって、転倒による安全上の重要な機器の損傷防止とか、火災

防護の観点での気づきとして情報共有もされるようになったということで、こういったと

ころもCAPを導入したことによって、いい結果につながっているのかなというふうに見て

います。 

続いて、13ページ目になります。こちら、これまでは不適合として扱っていた内容に

なりますけれども、気象観測設備の点検でヒータの抵抗を測定したところ、導通がなかっ

たということで、原因は、ヒータを止めているアルミテープが経年劣化で剥がれて、ケー

ブルが断線してしまいましたというのが原因なのですけれども、これについては、是正処

置として、アルミテープの仕様を耐熱性が高いものに変更するということと、仮にアルミ

テープが剥がれた場合でも、ヒータ本体が脱落しないように金具を追加するといった、こ

れまで不適合管理でやっていた内容をCAPシステムとして移行しても、同様に対応されて

いるといった例として説明させていただきました。 

続いて、14ページ目になります。CRの分析例ということで記載していますけれども、

左側のグラフ、不適合とかが発生した時の原因分析を行って、その原因に対して、

10Traitsベースの安全文化コードを付与するのですけれども、左のグラフが10Traitsのコ

ードを付与したもので、その詳細として、右側のグラフで10Traitsの中の40のふるまいを

付与した結果として、このグラフがあるのですけれども。このグラフから、不適合の発生

原因としては、手順書の問題であったり、手順書の遵守に係る問題、あと作業計画の問題
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ということで、作業プロセスのコードが付与された事象が多いということと、あと、その

ふるまいについては、個人の説明責任であったり、疑問を持つ姿勢による発生が多いとい

うことが分かりました。この分かった結果を踏まえて、作業の準備やセルフチェックが弱

いというふうに推定しまして、作業の準備段階から問いかける姿勢を育成したり、自ら気

づくふるまいが定着するようなMOをお願いしますということで、泊発電所では、マネジメ

ントオブザベーションにも力を入れてまして、そのMOを行う際の観察の視点として、不適

合の原因から、CRの集積分析から得られた結果を使ってMOにも生かしていただくといった

取組にもつなげています。 

ただ、青線で囲った下に矢印で書きましたけれども、一方、どのようなプロセスで、

どんな原因で発生しているかといったところまで含めた分析には至っていないということ

で、もっと言い方を変えると、分析自体が表面的な部分にとどまっていて、もっと深いと

ころまで行くような分析には至っていないということで、是正すべき改善事項の抽出もで

きていないということで、ここは、さらなる効率的な分析ができるように、現在検討を進

めているところでございます。 

資料15ページ目になります。これまで運用してきたCAPの効果ということで、従来の運

用は記載していますけれども、今まで説明させていただいた内容です。CAP導入後の効果

という部分で最も大きな効果というのは、これまで各課単独で対応していたような細かな

内容が全所で情報共有ができるということになったところが、まずは一番大きなところか

なというふうに思っていまして、幅広い情報共有を行うことで、安全に対する気づき事項

の共通認識を持つこともできるようになりましたし、兆候段階で気づく感受性というとこ

ろも向上しているのかなというふうに思っています。あと、協力会社さんからの気づき事

項も、これまで設備面が中心だったものが運用面であったり、安全面での要望も多く出さ

れるようになって、こういったものを丁寧に対応して、その状況を適宜報告することで、

コミュニケーションの活発なところにもつながっていっているのかなというふうに思って

います。あと、ささいな情報でも共有をするということで、スクリーニング委員会とか

CAP委員会の議論の中でも、原子力安全に影響を与えるような、そういったところに着目

した議論も活発に行われるようになりました。あと、先ほども少し触れましたけれども、

不適合の原因を踏まえたMOの観察の観点、こういったものも提言できるようになったとい

うところでございます。 

最後、16ページ目になりますけれども、今後の課題というところで、こちらについて

は、CRの件数、先ほど、ちょっと課題として挙げさせていただきました運用面での改善事

項とか問題点の報告が少ないという状況がありますので、こういったところもしっかりと

登録するような啓蒙活動を実施していくというところと。あと、CRの分析ですけれども、

CAPの一番の醍醐味というか、分析を行って、その分析の結果をいかにいい運用につなげ

ていくかといったところが肝だとも思っていますので、こういうものができるように、今

は分析に使っているコードがちょっと大枠過ぎて、しっかりした分析にはつながっていな
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いので、ここはコードの見直しというか、最適化も今進めている最中です。この最適化を

したコードで問題となるプロセスをあぶり出すというか、効果的な抽出につなげていきた

いというふうに考えてございます。 

北海道電力からは以上になります。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 では、続いて、東京電力さんから御説明いただけますか。 

○仲村グループマネージャー（東京電力HD） それでは、東京電力、品質・安全評価グル

ープの仲村のほうから、本日、CAPシステムの運用状況について御報告したいと思います。 

 それでは、初めに、2ページ目のところに目次のほう、記載しております。本日は、大

きく三つの点で御報告したいと思います。一つ目は、CAPのプロセスの概要。二つ目は、

実際に、そのプロセスを運用した結果としての実績とその取組事例。三つ目は、現状、当

社が考えている課題と対応につきまして御紹介したいと思います。 

 なお、参考資料のほうが18ページ以降についております。途中出てくる用語、一部専門

用語が入ったりしますが、そちら、19ページのほうに幾つか用語の定義のほう、記載して

おりますので、何かの際には、そちらも御活用ください。 

 それでは、めくっていただきまして、4ページからになります。こちら、まずCAPのプロ

セスの概要のほう、御紹介していきたいと思います。4ページのほうは、CAPの目的になり

ます。今回、このCAPのほうですけども、過去は、ある意味、不適合管理を中心としてや

ってきたのですが、今現状ですと、このCAPのいわゆるパフォーマンスをよくするという

目線で、不適合事象のみならず、いわゆる気づき、不適合の手前の事象ですね、そういっ

たところも拾っていって、この情報を一元的に管理して対応すると、こういった考え方で

やってきております。こういったことを一元的に管理することで、統合的に分析あるいは

評価する、こういったことがよりやりやすくなっていくと思っていますので、これまでの

起きた事象を是正するといったような活動から、今後はこの下の絵にあるような、緑とか

オレンジ色の未然防止ですとか検知、こういった活動により重点が行くことによって、よ

りパフォーマンスが向上していくというふうに今考えております。 

 めくっていただきまして、5ページになります。5ページのほうは、CAPの概要のプロセ

スになります。ここでは大きく四つに分けております。 

 一つ目は、不適合ですとか気づき事項を見つけて起票するというのが一つ目。 

 二つ目は、起票したものにつきまして、スクリーニングをして、いわゆる重要度に応じ

て対応方針を決めるというのがスクリーニングになります。 

 3番は、決まった方針に基づいて、必要な処置を実施する。 

 4番、このパフォーマンス評価と記載しているところは、1～3で実際に実施した活動を

定期的に振り返って、期待どおりにうまくできていたのかと、こういった振り返りをする

のがある意味、4番のパフォーマンス評価になります。 

 この後、この1～4のステップを個々に紹介いたします。 
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 6ページ目が①不適合・気づき事項の起票になります。これまでもお話ありましたよう

に、いかに今後、不適合以外の気づき事象を挙げていくのかというのがここのポイントに

なるかと思っています。右下の絵のように、今まで起きたような設備不具合のみならず、

指摘事項ですとか、あるいは、現場のパトロールでの気づき事項、先ほど北海道電力さん

からもあったようなマネジメントオブザベーションという現場観察、こういったものから

気づきを見つける。こういったことをいかにCR登録をしていくのかというところが重要な

ポイントになるかと思っています。 

 めくっていただきまして、7ページになります。先ほども紹介ありましたマネジメント

オブザベーションの活用について、少し御紹介いたします。 

 当社の中でも、このマネジメントオブザベーションという活動が非常に重要と考えてお

りまして、こちらは主としましては、管理職が中心となりまして、現場の状況を自ら出向

いて、自らの目で見て、一定時間観察をして行動を見るというふうな活動になっています。

そういった行動を見ていく中で、いわゆる通常と異なる状態とか、あるいは整理整頓みた

いな目に映るものでおかしなところ、こういったことがありましたら、こういったことに

つきましては、CRを起票して対応するということをしてきています。 

 また、現場に行っていることによって、CR起票もそうですが、現場の方と実際に自分が

見たことを伝えて、そういったところの気づきを共有するということも併せてやっている

ところです。 

 続きまして、8ページになります。こちら、スクリーニングになります。当社の中では、

スクリーニングは大きく二つの会議体を使っております。一つ目が（1）で挙げている

PICoピア会議と呼ばれているものです。こちらの会議というのは、基本的には各部門の専

門家、こういった方が、代表者がこの会議に参加して、そういった専門分野の人たち、皆

さんで事象を確認して、今後の管理方針を決定していくと。こういったことをやるのが、

このPICoピア会議という会議になります。こちらの中で議論して決定した方針を、こちら、

翌日ですけれども、パフォーマンス向上会議という、主としては技術系の管理職が集まる

会議の場の中で、こちらの内容を説明して、必要があれば追加処置をいただいて最終決定

すると。こういった形でスクリーニングのほう、実施しております。 

 続きまして、9ページになります。9ページのほうですけれども、こちらは処置の実施の

ほうになります。左のほうに処理のフローを書いておりますけれども、先ほどのスクリー

ニングが終わった後は、大きくは三つの処置のパターンに分かれます。不適合処置、是正

処置、未然防止処置になります。右側のほうにグレードの区分を書いておりますが、先ほ

どのスクリーニング会議で重要度を決定しまして、それに応じて、どういったレベルの処

置をするのかというのを決定していきます。この青字で書いてある未然防止処置のところ

ですが、こちらは少しフローの右側のほうから矢羽根を入れていますが、自分の発電所で

はなく、ほかの発電所、あるいはほかの事業者からの情報、こういったものにつきまして

は、基本的には同じ流れで処理をするのですが、未然防止処置という形で対応のほうを実
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施しております。 

 続いて、10ページのほう、御覧ください。こちら、パフォーマンス評価になります。先

ほどのように、個々に発生したものについては、スクリーニングして処置を実施するので

すが、こちらにつきましては、定期的に振り返りをいたします。振り返りをする評価のポ

イントは、下のほうに幾つか例を書いておりますけれども、やはり代表的なのは、実際に

どれぐらいの量を発生しているのかというトレンドを見ること。それから、実際に起きて

いるものについて、ある意味、きちんと適切に期限どおりに対応ができているのかと。こ

ういったことが代表的な指標になりますが、こういった評価をして実際のパフォーマンス

をチェックするということも実施をしております。 

 続きまして、11ページ以降は実際の活動の実績と取組事例になります。 

 はじめに、12ページになりますが、こちらはCRの登録件数と不適合件数の推移のほう、

御紹介いたします。CRの登録件数のほうは、現状ですと、スタートのときは2,000件程度

だったのですが、今だと約3,500件程度の起票ができております。このうち、協力企業の

ほうで起票したものは約1割ぐらいになっております。そういった起票していく中で、特

に重要な不適合、いわゆるグレードの高い不適合につきまして、下のグラフのほうにまと

めております。こちらは2011年からのトレンドのほうを見せておりますけれども、発生当

初に比べますと約8割5分、85％程度の減少を達成してきております。ただし、至近の六、

七年を見てみますと、ある意味、少し数字は横ばい傾向に来ていますので、この数字をよ

り下げていくためにも、このCAPをより活用していくということが重要かと考えておりま

す。 

そういった意味で、現状、我々が取り組んでいる代表事例のほうを三つほど御紹介い

たします。 

 はじめに、13ページですけれども、13ページのほうは取組事例としまして、こちら、CR

を自動で入力するツールというものを今作ったところです。こちらは何かといいますと、

基本的には、CRのほうはシステムに登録して運用するということをやっているのですが、

やはり、どうしても、ある意味、そう毎日使うようなこともないことになりますので、そ

ういったときに、どうしても一定の知識が必要になったりすることがあります。そういっ

たシステム操作の不慣れによって少し、先ほど言ったような気づきを入れなくてもいいや

と。こういったマインドにならないように、ハードルを下げるために、こういったものを

作っております。 

具体的なイメージとしては、この絵のとおりになりますけども、下の絵のほう、見て

もらえればと思うのですが、現状、今取り組んでいるのは、このExcelですね。実際は皆

さん、Excelとかよく使いますので、このExcelのフォーマットに入れて、これをメール送

信すると、RPAというプログラムを経由して自動的にCRのシステムのほうに変換して入れ

てくれると。こういったシステムを今作りましたので、これによって、より簡易に皆さん

が入力できるのかなと思っています。時間としますと、この矢羽根のとおり、これまでで
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すと、システムを立ち上げて、少し不慣れな状態でやっていると七、八分かかっていたも

のが、現状だと二、三分でできるというふうに評価しております。 

 続いて、14ページになります。14ページのほうは、こちら、トレンドCRによるパフォー

マンス改善というのを取り組んでいるところです。こちらは、言葉のとおりトレンドとい

うことで、ある一定の数が発生しているような事象ですね、こういったものにつきまして、

設備、場合によっては業務そのもの、こういったことについて、トレンドCRというのを起

票いたします。この起票は、特に、先ほど申し上げましたPICoピア会議とかの場の中で、

こういったことをすべきだという提案をしまして、そこで起票をするような流れになりま

す。そうすると、ある一定の数が生じたものについては、共通的な要因がないのかと、そ

ういった分析をして、さらに取り組むような活動になります。 

具体例のほう、下に二つ、表のほうに記載しております。例えば、一つ目の上の例で

行きますと、一時期、水密扉のハンドルの不具合というようなものとかが多かった時期が

あります。そういった意味で、これについては、本質的に何か問題があるのではないかと

いうことをさらに掘り下げるよう指示をしまして、いろいろなメーカーのハンドルとかが

あったのですが、やはり共通的な疲労の部分について、より注目して、再度対策を講じた

というようなものがこの上の例です。 

 下の例につきましては、こちらは足場になります。現場で足場を組んでいるときに、ど

うしても何か避難のルートですとか、そういったものに影響するというような事案が幾つ

か発生しました。そういったときにも、やはり何か共通的に理解が伝わっていないですと

か、そういった課題があるのではないかということを鑑みて、こちらもトレンドCRという

ものを使って共通的な問題の解決に当たるようにしました。 

 こういったことを大体月に1件から2件ぐらいの割合でやっていますが、こういったこと

での対応もしております。 

 それから、15ページのほう、御覧ください。15ページのほうですけれども、先ほど少し

御紹介いたしました、当社の中では専門分野、代表者の方に来てもらって、この人たちを

PICoと呼んでいるのですけれども、こういった方々が毎日、先ほどのスクリーニング会議

で発生してくる不適合情報、CR情報を見ています。こういった方々は、非常に多くの不適

合情報を見てきておりますので、そういった中から、こういった方々の気づき事項を所員

の皆さんにも共有してもらうということで、PICoレポートというものを発行してもらって

います。頻度としては、月1程度で発行するのですけれども、こういった情報を流すこと

によって、皆さんによりCAP、あるいは、こういった是正活動について、より理解しても

らうということをやってきており、比較的高評価を得ているというところです。 

 以上が取組事例の具体例になります。 

 最後、17ページになります。17ページのほうでは、当社の今考えている課題と対応にな

ります。 

 一つ目は、さらなるパフォーマンスの向上として挙げているのが、こちら、CAPに関し
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ては、ある意味、事務局というのは、品質部門のほうが事務局をやって、様々なデータを

ライン部門のほうに提供をしてきています。ただ、どうしてもそういった部門から経由し

ていくということで、時間差とかもあったりしますので、主管グループも自ら必要な情報

を見れるというような、そういった状態を提供したいというふうに思っています。そうい

った意味で、今、システムに入っているデータから、ある意味、簡易にデータを採取して、

見える化、例えば、グラフで表示をするとか、そういったことがより簡易にできるような

ことを今進めているところです。こういったことで、自ら問題意識につなげて、自ら見つ

けて直すと、こういったことに、よりサポートしていきたいというふうに思っています。 

二つ目のほうの未然防止処置活動の迅速化になります。こちらは代表的なものとして

は、OE情報、他電力さんで発生した不適合情報を入手して、その未然防止処置をするので

すけれども、こちらはこれまでの発想は、当社の場合ですと、比較的その役割を本社が担

っておりました。本社のほうが比較的他電力さんからの情報とかも入手しやすいというの

もあったのですが、これも、どうしてもそういうステップが入ると、現場で即座に対応と

いうふうにならない部分がありますので、できれば現場も情報を同時に入手して、速やか

に現場が動き出すと。こういったことができると、非常に、よりいいのかなというふうに

考えたものです。そういった意味で、ここでは自工程完結という言葉も使っているのです

けども、そういった方向にもっていきたいとは思ってはいるのですが、ただ、その一方、

どうしてもそうすると発電所への負荷というものも発生しますので、そういったバランス

を見ながら、これについては進めてまいりたいと思っております。 

東京電力からの報告のほうは以上になります。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございました。 

 では、今2社について、CAPについて御紹介をしていただきましたので、これについての

意見交換をしたいと思います。皆さん、いかがでしょうか。 

 森下さん、お願いします。 

○森下長官官房審議官 森下です。 

 今、2社から説明を聞いて、自分で感じた、これはいい取組だなと思ったことと、それ

から、これからこの取組をさらに進めるに当たってのお願いということになるかと思いま

すけども、コメントしたいと思います。 

 まず、東京電力のほうの関係になりますけども、資料の13ページで説明がありました、

もっと簡単にCRの情報が入力できるようにしようというので、システムを、ツールを改善

されたというのは、すごく個人個人としてデータ出しやすくなるので、とてもいい取組だ

なと思いました。 

 それから、あと15ページのPICoレポートというのも、これも関係者で情報を共有して次

につなげるということで、いい取組ではないかなと思いました。 

 それから、今度はお願いというほうになるかと思いますけども、12ページのところで、

不適合の件数の推移というので説明があったのですけども、全体として年度ごとに減って
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いるという傾向は、いい傾向ではないかと思っているのですけども、自分だったらなので

すけども、赤いほうのGⅠという、件数は少ないのですけれども、多分、安全上の影響が

大きいやつというやつだと思うのですけど、グレードがⅠのやつなので、より。今後、こ

の活動を進めるに当たって、グレードⅠのやつのものをゼロにするというものを目指すと

か、そのために、最初におっしゃったような未然防止とか検知に重点を置くということで

したけども、その際には、ぜひ赤い部分がゼロになるというのを目標にしてやってもらえ

るとありがたいなと思いました。これが、まず東京電力についての私の感想です。 

 それから、東北電力（※正しくは、北海道電力）のほうですけども、非常に分析が醍醐

味だと言われていた言葉が印象に残っているのですけども、東北電力（※正しくは、北海

道電力）の資料であれば、例えば9ページですけども、分析の項目で安全文化というのを

作っておられて、ぜひ今後、こういう観点から、自分のところにどういうふうな改善点が

あるのかというのは注目していってほしいなというふうに思いました。まず、お願いのほ

うからになってしまいましたけども。 

 それから、もう一つ、14ページ、これもCRの分析ということで説明されましたけども、

これも、いい点というのとお願いになるのですけども、左側のグラフで分析のところで、

コミュニケーションとか、COとか書いてあるのはコミュニケーション分になっていますし、

LAというのがリーダーシップになって、件数は、これも少ないのですけども、こういうと

ころの分析を深掘りをして改善につなげていくというのは、とても効果が大きいものが得

られるのではないかと個人的には思っていて、一番左の作業の管理のほうのやつも大事か

とも思いますけども、減らすのは。今申し上げたようなコミュニケーションとかリーダー

シップというところも、さらにこの資料に書かれていたような、効果的な分析について検

討中ということですけども、進めていってもらいたいなと思って、すごく期待しています。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 今の点について、北海道電力さんと東京電力ホールディングスさん、何かございますで

しょうか。 

○屋敷課長（北海道電力）  北海道電力、屋敷です。 

 御意見いただきまして、ありがとうございます。今おっしゃっていただいたとおり、分

析をいかに効果的な分析にしていくかというところが大事だと思っていますので、いただ

いた御意見も踏まえまして、今後も取り組んでいきたいと思います。ありがとうございま

す。 

○仲村グループマネージャー（東京電力HD） 東京電力、仲村と申します。 

 御意見のほう、ありがとうございます。まさに、やはりグレードⅠの赤いところをゼロ

にするというのが非常に重要ですので、引き続き、ここをゼロにするということにこだわ

って、未然防止処置等、進めてまいりたいと思います。ありがとうございました。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。ほかに御意見ございますでしょうか。 
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 杉本さん、お願いします。 

○杉本安全規制管理官 実用炉監視の杉本です。 

 CAPのそれぞれの各社の取組を毎回やっていただいて、今回でほぼ全部一巡したのかな

というふうな感じです。それぞれの各社を今まで聞いていて、それぞれ取組を真剣にされ

ているなという印象を持っております。 

 前回もちょっと私、聞いたかもしれませんが、協力会社からもCRを収集する取組をされ

ているということを各社されているみたいで、まず資料4-1、北海道電力のほうでいうと4

ページのところに、協力会社から口頭やメールで報告してもらい、北海道電力の社員がシ

ステムに入力するということですよね。これまで聞いていた会社の中では、なるべく協力

会社が直接入れるようなことも取り組んでいますというふうに報告を受けた覚えもあるの

ですけれども。まず北海道電力に聞きたいのは、1点目は、口頭やメールで報告してもら

う、協力会社に対して。これはCAP活動でのことなのですよという認識をしっかりと植え

付けてあげてくれているのか、どんな感じで挙げてもらっているのかなというのをちょっ

と聞かせてもらいたいというのが1点。同様に、こういうふうに協力会社から出てきたも

のについては、フィードバックしているのかどうか、この2点をちょっとお聞きしたいと

いうこと。 

 東京電力のほうでも、同様に協力会社の観点からいうと、12ページで全体の10％程度と。

北海道電力のほうは、ちょっと手計算してみたら10％弱なのかなと。6％、8％とかそんな

ものなのかなというふうには思いました。大体、協力会社からのCRに占める割合というの

はこんなものなのかなと見ましたけれども。東京電力のほうには、協力会社からはどのよ

うに情報収集しているのかという点と、同様に、こういった分析というのを協力会社自身

にもフィードバックされているのかどうか。それぞれの各社、この2点をお伺いしたいと

思います。 

○武山検査監督総括課長 では、北海道電力さんのほうからお願いします。 

○屋敷課長（北海道電力）  北海道電力、屋敷です。 

 まず、協力会社さんに対するCRの登録の対応ですけれども、資料3ページ目に泊発電所

のCAP導入までの経緯というのを書かさせていただきましたが、協力会社さんに対しては、

2019年の4月からCAPの登録の運用を始めています。始めるに当たって、協力会社さん各社

さんに対して、まず、CAPとはどういうものだという、こういった教育から入りました。

あとは、CAPを登録することによって、自分方にとってもメリットがあるのだよといった

ところを実感してもらえるように、いただいたCRの中身については、なるべく速やかに対

応するということと、あと、毎月、協力会社さんに集まってもらう会議体がありますので、

その会議体の中でいただいたCRに対して、今どういう対応状況です。これは終わりました。

こういう対応しました。といったところを紹介させていただくという取組もしていまして、

先ほども少し話しましたが、これまでは各担当課に対して、協力会社さんからいろいろ要

望が伝えられていたのが、CRを起票することによって、多くの目にその情報が触れるとい
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うことで、それに対しての対応も速やかに行われるということで、協力会社さんからすれ

ば、CAPに入れれば一番電力が早く対応してくれる、そういったふうな印象も持ってもら

えるように、フィードバックもしているという状況でございます。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 次、東京電力さん、お願いします。 

○仲村グループマネージャー（東京電力HD） 東京電力です。 

 東京電力のほうですけれども、基本的には、先ほど北海道電力さんがお話ししたように、

やり方はある意味、ほぼ同じかなと思っています。やはり、企業さんとの定例の会議とか

の場がありますので、そういった場で情報を共有したりということはできていますし、併

せて、やはりCRという単語自身も最近はもう、随分浸透してきているかなというふうに考

えています。ある意味、そういったやり取りをしていく中で、こういった入れるのに少し

抵抗感があるみたいな話もあったりしたので、まさに、こういったツールにつながってき

ています。ただ、そうはいっても、なかなか全社が同じようにツールを使ってくれている

かというと、そこはまだばらつきがあるとも聞いておりますので、引き続き、そういった

普及活動についても進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○杉本安全規制管理官 実用炉監視の杉本です。 

 会議体とかも活用しながら、十分にフィードバックしているということをお聞きしまし

た。非常に重要なことだと思います。もちろん事業者さんには全ての一義的責任があると

いう中で、作業管理とかあるいは調達管理というような面でも責任を負っているというと

ころはありますので、ぜひ協力会社と一体となって、できることをまたさらに進めていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 勝田先生、お願いします。 

○勝田委員 すみません、実は杉本さんと同じ問題意識で、先ほどの東京電力さんの12ペ

ージですかね、協力会社の10％という点をちょっと質問しようと思っていたので、問題意

識は一緒で、回答も大体似たようなところであります。なので、補足的なコメントになる

のですが。 

 10％というのは、これが限界なのかもしれませんが、作業者の比率からいうと、もっと

あってもいいという考え方もあると思います。やはり、協力会社の皆さんが登録すること

を負担と考えていたり、自分にとって何か不利益が生じるのではないかとか、そういうこ

とになると、やはり、これ以上伸びることはないと思いますので、基本的には、やはり一

緒に作業するわけですから、一緒の帰属意識というのを持ってほしいですし、何かそうい

う視点からも、もっと活用してもらう、それがいいことにつながる、悪いことにはならな

いというふうに、何か問題提起といいますか、意識を変えていく努力というのもしていか
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ない限り、これ以上は、やはり伸びないのかなという気はしています。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 そうですね。今おっしゃったことについては、全ての会社に共通するような話だなと思

いますので、皆さん、努力をしていただければというふうに思います。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 高須さん、お願いします。 

○高須安全規制管理官 規制庁専門検査部門の高須です。 

 参考までに教えていただきたいのですけど、北海道電力さんも東京電力さんも、事業者

さん、全て同じだと思うのですけど。未然防止だとか他社の水平展開みたいなところで、

他社情報の入手というところを両社とも書かれているのですけど、一般的にNUCIAの情報

だとか、我々の検査報告書だとか、事業者さんが出されているホームページ等でそういっ

た情報を入手されるのだと思うのですけど、結構この情報みたいなものを入手するのは、

非常に僕的には重要かなと思っていまして、北海道電力さん、東京電力さん、それぞれ何

か自社的に他社の情報を積極的に何か取りに行っているようなやり方があれば、教えてい

ただきたいなというふうに思います。 

○武山検査監督総括課長 いかがでしょうか。 

○太細副長（北海道電力） 北海道電力の太細です。 

 当社の場合、発電所の我々とはちょっと別の部門になりますけれども、そこが定期的に

NUCIAの情報をチェックして、他社さんでどういう不適合があったかというのをチェック

して積極的に情報を入手し、必要によりCRに登録するというようなことをやっております。 

 以上です。 

○仲村グループマネージャー（東京電力HD） 東京電力です。 

 東京電力のほうですけども、先ほども申し上げましたように、まさに他社の情報を入手

するというのは、NUCIA、JANSIさんとかをベースにしながら、あるいは電事連、こういっ

たところがベースになるので、比較的、実は本社のほうが情報を拾いやすいというところ

があって、今現在、本社がそういった対応を主としてやっています。それをやっていくと、

実務的にはいろいろなところで、保全部門であれば保全のワーキングですとか、運転だっ

たら運転のワーキングとかがあるので、そういったコネクションも、ある意味、活用して

入手のほうをしているというふうに考えております。 

 私のほうからは以上です。 

○高須安全規制管理官 規制庁、高須です。 

 ありがとうございました。私が事業者さんに期待するというか、NUCIAに載らない情報

とかもあると思うのですよね。やはり、そういったところが多分、恐らく事業者さんの中

でさらに情報共有されるようになれば、もっと情報が入ってきて、いろいろなそういった

未然防止ができるのではないかなというふうに思っていまして、こういった活動も積極的
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にやっていただければというふうに思います。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 武山ですけど。 

 今の話で追加なのですけれども、いわゆるJANSIでNUCIAを出しているのですけれども、

そのNUCIAの情報の中で、JANSIのほうで水平展開要とか要ではないとかいう判断をされて

いて、それに基づいて、事業者のほうにそれが行って水平展開されるというパターンもあ

ると思うし、また、JANSIのほうで水平展開要としていないけれども、自らNUCIAの情報を

見て、うちも関係あるかなということでやるというパターンもあるような気がするのです

けども。そこら辺は、皆さん、どんな感じで活用されているのでしょうかね。 

○太細副長（北海道電力） 北海道電力の太細です。 

 当社の場合は、NUCIA情報、水平展開要否のものをいずれも含めて、情報は入手してお

ります。その上で、情報入手した箇所が明らかに泊発電所では起こり得ないとか、関係な

いというものをスクリーニングして、泊で検討が必要であろうというものをCRとして登録

しております。 

以上です。  

○仲村グループマネージャー（東京電力HD） 東京電力です。 

 東京電力も基本的に同じなのですが、要否にかかわらず社内の中でスクリーニングをし

て、実際に対策を打つべきか否かというのを判断しております。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 森下さん、お願いします。 

○森下長官官房審議官 規制庁の森下です。 

 それに関連して、うちのほうでも技術情報検討会というのを月1とかペースでやってい

ますけども、そういう情報で事業者に伝えたらというような話が出たものは、ATENAとも

共有するような形もしていますけども、この技術情報検討会の情報というのは、各社には

どういうふうに伝わっているのかというのは、インプット情報として使うべきものは使う

べき、使わなければいけないと思っているのですけども、ちょっと教えてください、状況

を。 

○武山検査監督総括課長 今の話は、例えば、ATENAさんのほうで、多分、技術情報検討

会、我々のほうでやった後に、事務局と意見交換みたいなものを若干されると思うのです

けれども、そういう意味では、ATENAさんのほうで何か、そこら辺の各事業者の活用状況

みたいなやつというのは、もし知っていることがあれば教えていただければと思いますけ

ど。 

○酒井理事（ATENA） ATENA、酒井です。よろしいでしょうか。 

 技術情報連絡会、まだ規制庁さんからATENAのほうへの情報提供というのは、スタート

したかしていないかぐらいのタイミングではあるのですけれども、技術情報連絡会の内容
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については、ATENAのほうで全てフォローしていまして、その内容について、どういった

検討を行っていくか、検討が必要か否か、そういったものを含めてATENA側で検討して、

各社さんに情報提供するといったような活動はしております。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 あと、JANSIさんなんかはどうなのですかね。この技術情報検討会の内容とか、あるい

は、JANSI自身も先ほど言った水平展開要否の判断をして、何か事業者にアクションとか

を伝えたりとかしているのかどうかという、そこら辺の状況というのはどんな感じなので

すかね。 

○仲村グループマネージャー（東京電力HD） すみません。東京電力、仲村のほうから少

し補足します。 

○武山検査監督総括課長 はい、どうぞ。 

○仲村グループマネージャー（東京電力HD） 先ほどの情報は、JANSIさん経由で当社の

ほうも入手していますので、そういった流れでJANSIさんからいただいているところです。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 分かりました。 

 ほか、御意見ございますか。特にないようでしたら、この議題はこれで終わりにしたい

と思います。ありがとうございます。 

 それでは、次の議題ですね。 

○滝沢グループマネージャー（東京電力HD） 失礼いたします。東京電力の滝沢と申しま

すけれども、冒頭で森下さんから御質問いただきました柏崎の6号機のDGの実施時期なの

ですけども、回答差し上げたいのですけど、よろしいでしょうか。 

○武山検査監督総括課長 どうぞ、お願いします。 

○滝沢グループマネージャー（東京電力HD） 6号機のほうなのですけども、今年度を目

途としておりますけど、具体的な時期というのは未定でございます。と申しますのも、7

号機のほうで同様な対策をしておりまして、そちらの実施を12月に考えておりますけども、

それを見た後に詳細検討するということにしております。 

 以上になります。 

○森下長官官房審議官 規制庁の森下です。 

 情報提供ありがとうございます。7号機のほうのDGをやって、その情報も踏まえて6号機

のほうというので、年度内目途でという状況、理解いたしました。ありがとうございます。 

○滝沢グループマネージャー（東京電力HD） ありがとうございます。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございました。 

 それでは、次の議題、議題5のほうに入りたいと思います。議題5は、検査ガイド改正を

予定している主な内容ということで、規制庁の渡邉のほうから説明をさせていただきます。

お願いします。 
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○渡邉課長補佐 検査監督総括課の渡邉です。 

 資料5、検査ガイド改正を予定している主な内容を説明させていただきます。 

 規制庁のほうでは、原子力規制検査運用開始から、都度、都度、検査ガイドの見直し、

改正というのをやっておりますけれども、今年度も年度末に向けて、今、庁内で運用など

踏まえて、ガイドの改正が必要な内容というのを精査してまとめているところです。当然、

記載の適正化みたいな事務的なものもございますけれども、今回、内容に関するところで

今改正を検討しているもの、3点ちょっと、まず一度ここで御紹介させていただきまして、

もし意見とかがあれば、それも踏まえて、今後、実際の改正内容というのを精査していき

たいと考えております。 

 3点ございまして、一つ目が軽微事例集の削除というものでございます。 

 まず、検査制度を令和2年から運用を開始しておりまして、検査指摘事項の実績という

のが蓄積されている状況です。それを踏まえて、今、検査気づき事項のスクリーニングガ

イドという、検査に関する気づきが指摘事項かそうでないかというのを判断する際、我々

が頼っているガイドがあるのですけれども、それには参考資料として米国NRCの検査ガイ

ドの記載を参考としてというか、ほぼそのままコピーするような形で、軽微事例集という

のをアメリカの内容をそのまま制度運用開始のときに、取りあえずということでつけてい

るものがございます。ですけれども、実態としては、規制庁、気づき事項、それぞれにつ

いてじっくり検討して、指摘事項に当たるか当たらないかというのを個別で判断しており

まして、あまり軽微事例集というのを参考としていないようなところもございますし、今

そういったものがガイドに載っていると、誤解を招くおそれがありますので、この軽微事

例集というのは、今回削除しようかなと今考えているところでございます。 

 また、ちょっと冒頭でも述べましたけれども、検査指摘事項というのが、逆に我々の検

査における判断の実績ということで積み重なってきておりますので、こういったものを四

半期ごとの内容を一覧性のよい形で、今現在、規制庁のホームページに公表しているとこ

ろでございますので、こういったものを当面は検査指摘事項集ということで、今後もこの

ような整理を行っていきたいと考えております。その上で、何かガイドに個別に反映する

ような事項があるかといった分析は、また今後、ちょっと検討していきたいと考えており

ます。 

 二つ目は、チーム検査における予定調整というものでございます。これは議題2でも議

論させていただきましたが、前回の意見交換会合で意見いただいたところを共通事項に係

る検査運用ガイドというものに記載しようと考えております。先ほど議論になったような

事業者の問題意識ということも踏まえて、今後、少し改正内容等の検討をしていきたいと

考えております。 

 三つ目は、過去の検査指摘事項に基づく重要度評価の考え方の追加ということでござい

ます。これは令和2年度の第4四半期の高浜発電所であった検査指摘事項を踏まえて、管理

区域境界の線量率に関するパフォーマンス劣化があった際の重要度評価の考え方を記載し
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たいというものでございまして、当該事象、固体廃棄物貯蔵庫に少し線量が高いドラム缶

が壁際に置いてあったような事象でございまして、管理区域内外での被ばくの可能性があ

った事象ということでございまして、今我々が持っている重要度評価のガイドには、管理

区域外での被ばくといったことについての判断基準というのがございませんので、こうい

った事象も踏まえて、少しこういった内容を充実させていきたいと考えております。 

 あと、ちょっと説明飛ばしてしまったのですけれども、2ポツ目の予定調整の※書きで

小さく書いてあるところですけども、前回の意見交換会合で事業者のほうから、別途、検

査官内での情報共有のようなところにも御意見いただいておりました。人事異動があった

りして、その引継ぎが十分なされていないのではないかといった御懸念だったのですけど

も、ここについては、当然、我々も検査官間での情報共有というのはしっかりやっていき

たいと考えておりますけれども、やはり、場合によっては、検査官ごとで問題意識がそれ

ぞれ違うけれども、結果としては同じ質問を事業者に繰り返し行うということも想定され

ますので、こういったところは、今回ガイドに記載することは見送りたいと考えておりま

す。 

 三つ目の※書きでしている部分、前回の改正時に少し提示した、一時立入者が管理区域

内に入って、間違って被ばくしてしまった際の定量的な考え方というところも、一度、前

回の改正時は、改正案という形で提示したのですけれども、少しこの部分は、やはり我々

の中でも議論が十分煮詰まっていないところがございましたので、少し改正というのは見

送りたいと考えております。 

 私からは以上です。 

○武山検査監督総括課長 今回は、そういう意味では、まだ内容があまり固まっていなく

て申し訳ありませんでしたけれども、方針ですね、こんなふうな方向で見直しをしていく

という形を提示させていただいております。 

 本件について、意見交換したいと思います。いかがでしょうか。 

 ATENAさん、お願いします。 

○富田部長（ATENA） ATENAの富田です。 

 一つ意見を述べさせていただきたいなと思います。1ポツ目の軽微事例集の削除という

ところなのですけども、これまでも何回か、私の前任から申し上げているかと思いますけ

ども、やはり、この軽微事例集という目的は、軽微と指摘の違いとか、そういったものを

理解して、それをより効果的な検査に結びつけるということで、大きくは透明性であると

か、客観性、一貫性と、そういったところにかなり寄与するものではないかと思います。

確かに、この軽微事例集は、検査官さんのガイドではあるのですけど、一般的に公開され

ているような資料でもありますし、やはり、そういったところで、我々事業者もそうです

けども、一般の方々が見る際にも閾値というのが、そういったものが非常に分かりやすい

ものになっているかと思います。実態問題として、やはり軽微な気づき事項を効果的にス

クリーニングアウトするという、そういうこともありますし、我々としては、削除する必
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要性はないのではないかなというふうに思っていますし、特に技術的な誤りがあるとか、

そういった不都合がない限りにおいては、拙速に削除すべきではないのではないのかなと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 本件、軽微事例集、説明を渡邉がしたとおり、アメリカのやつをある意味、写している

形になっているので、実は、あまり参考にはしていないのですね。もし作るとすれば、我

々としては、今検査を行っている中で、その都度、その都度、これは指摘になるのか、な

らないのかという議論をしています。それを我々としては、もし結果として軽微だねとい

う話になったやつとかをある意味、データベースか何かにまとめておいて、それを行く行

くは何か載せるかどうかという話の検討になるのかなと思っていまして、ちょっと、今こ

の段階で、そういうものがなかなか整備されていない状態ですので、取りあえずは、今は

指摘事項のほうをきちんと整備をして、これに照らしてどうなのだろうなということも参

考にさせていただきたいなという感じでございます。 

○富田部長（ATENA） ATENAの富田です。どうもありがとうございます。 

 今、武山課長がおっしゃったように、確かに、今、国内のこの2年間やってきた軽微事

例集がたまってデータベース化して、それで置き換えるというのは賛成です。ですけども、

余って置き換えることができるのであれば賛成なのですけども、今、即座に軽微事例、国

内ではない海外の、米国の事例を消して、指摘事例である、例えば緑の事例だけが載って

いるということは、できれば避けたいなと。マイナーなものもちゃんと入った上で、緑の

ものもちゃんと入っていると。そういった事例集であれば、ATENAとしては賛同したいと

思います。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 おっしゃるとおり、今まで、すぐにそういうものを載せること

は多分できないので、これから徐々にそういうのができればなとは思いますし、我々検査

官の中でも、過去こういうことがあって、これはどういうふうに判断したかということが

ある意味大事なので、そういうのは必要かなとは思っていますと。今の軽微事例集が問題

なのかといったときに、やはり、ちょっと弊害があるかなというふうには思っているとこ

ろです。実態に合っていないところもあったりするので。だから、そういうところを少し

整理させていただいて、本件に関しては、指摘事項集という形で再出発させていただけれ

ばなというふうに思っているところです。 

 ほかに御意見ございますか。 

 森下さん、お願いします。 

○森下長官官房審議官 森下です。 

 今のやり取りの確認ですけど。結局、アメリカの軽微事例集は、やはりアメリカの事例

でしかないので、一旦ガイドからは削除するけれども、並行して、日本の軽微事例集は、
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ちょっと整理する作業をやって、その扱いについて、また事業者側とも検討して、問題な

いのであればガイドに盛り込むという、そういうことが確認できたというやり取りでいい

のですかね。 

○武山検査監督総括課長 そうですね。どういう形でこれをやるかというのは、ちょっと

まだ決め切れないところがあるのですけれども、少なくとも我々検査を行うに当たって、

過去経験したことについては、やはりきちんと知識管理という意味からしても、伝えなけ

ればいけないところもありますと。そういう意味では、そういうものを伝える形にしたい

とは思っているので、一つは、我々の内部でのデータベースみたいなものがあって、それ

に入れ込んでいくという作業をしたいというふうには思っているし、それをある意味、公

開できるような形にできるのであれば、この気づき事項のガイドというものに載せておく

というのもあると思います。いずれにしても、まずは我々検査官の中の認識というのを合

わせることも大事だし、それを事業者といろいろやり取りする中で、事業者とも認識を合

わせる必要があるので、そういう段階を踏んで整備をしていく必要があるのかなと思って

います。 

○森下長官官房審議官 森下です。 

 理解しました。似たようなのが、核燃施設のガイドなんかがあったのですけど、アメリ

カから入れたのが実用炉ベースで作ったので、運用してきたら、やはり、そのままの書き

ぶりだと日本の検査でちょっと使いにくいというので直してきているのがあって、このマ

イナーなものの事例についても、やはり同じようなことが起きつつあるというか、かえっ

て検査にマイナスになる場合があると。ですから、やはり私自身としては、直していくべ

きだと思うのですけれども、やり方は、今日ここですぱっとやめるというのではなくて、

慎重にやってくださいよという意見もあったから、もう少しどうするかというのも、やり

方をもう少し検討するというので、今日は削除するとかというところまでは判断しないと

いう、そういう理解でいいですかね。 

○武山検査監督総括課長 そうですね。判断するかしないかというのはあるのですけども、

一応、我々の検査ガイドというのは、一つは検査官のためのガイドで、検査はこういうふ

うにやりますよということを示しているということですので、別に誰かとの合意文書とい

うわけではないのですね。ただ、我々としては、そういう趣旨で考えているということな

ので、いろいろ御意見いただいていますので、そういう御意見を参考に、これからどうす

るかということは決めますけれども、今は、すぱっとどうするかということについては、

おっしゃるとおり、結論は出せない状態だと思いますけども。ただ、先ほど言ったように、

検査官が一番、ある意味、使うニーズ者なので、その観点でどうなのだろうなということ

を今日の意見も踏まえて、改めて検討したいと思いますということです。 

○森下長官官房審議官 森下です。 

 武山課長、ありがとうございます。とにかく今の内容のままだと、検査官にとってマイ

ナスになる場合もあるというので、それは事業者側にも共有してもらいたいと。改善が必



 

43 

要だということで、それは僕も理解していますし、事業者側も理解してもらわないと困る

と思います。 

 以上です。 

○富田部長（ATENA） ATHENAの富田です。どうもありがとうございます。 

 今の観点からすると、マイナー事例集の内容が米国のなので、どうしても誤解をしてし

まうようなものもあるだろうし、実態に合っていないものがあるということも理解しまし

たので、即座になくすということではないと思いますけども、徐々にスイッチしながら見

直していただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○田中委員 武山さん、1個教えて。先ほど武山さん言われた、データベース化やってい

くのだと。これ、大体どのぐらいの時間がかかりそうなものなのですか。 

○武山検査監督総括課長 正直言って、なかなか見通しがないのですけれども、今どうや

っているかというと、一応、検査業務システムというのがあって、そこに皆さん、気づい

たことを書くようにしているのですね。ただ、それが正直言って、事務所によって、実は

運用の仕方はばらばらで、ある意味、使っているところもあれば使っていないところもあ

るという、そういう差があるのですね。我々としては、使いやすいなと思っている人は使

っていただいているのですけど、ちょっと使いにくいなという人は使っていないという、

そういうことなので、少しそこら辺を改善しなければいけないなと思っています。ただ、

行く行くはそういうものに、気づき事項で全部入れるのは大変なのですね、気づいたこと。

だから、むしろ、例えば検査指摘事項かもしれないなということで、ちょっと深掘りをし

たもので、結局いろいろやってみたら軽微だったねという話があったみたいなやつをそう

いうところに入れておくと、多分ほかの検査官も見ることができるので、非常に参考にな

るわけですよね。こういう事例があった、ああいう事例があったというときに、こうだな

と。そういうふうなものを整備したいなと思っていまして。ちょっと今、一応そのシステ

ムはあるのですけど、うまく使われていない状態というのをまずは変えなければいけない、

そういうふうな感じになっています。 

○杉山委員 杉山です。 

 今の事例集なりデータベースをどんどん充実させるというのは、それはそれで、もちろ

ん重要なのですけれども、それは結局、クライテリアの部分をより精緻化した表現を追求

するという部分ですね、それを並行してやっていかないといけないのだと思います。だか

ら、プラクティスだけ集めて、これを見て、境目がどこにあるかは何となくみんなで判断

しようではなくて、ある程度いろいろなケースが見えてきたら、そこにやはり1本線を引

くような努力も必要なのではないかと思います。 

○武山検査監督総括課長 おっしゃるとおりです。我々もそれを、ある意味、指摘事項に

するかしないかというところの判断になるので、それがきちんと明文化できるようなもの

があれば一番いいのですけれども、なかなかそこが難しい状態なので、おっしゃるとおり、
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そういうのが明文化できるようなところがあれば、そういうものにチャレンジするという

ことは大事かなと思っています。これ、軽微事例集というか、マイナーのいろいろな事例

みたいなものは、実はアメリカでもInspection Procedureに載っているのですけれども。

実は、結構アメリカでも、やはりずっとそれは議論になっていて、彼らは文書に全部落と

すという主義なので、毎年変えているのですね。そのProcedureは。毎年変わっていて、

それはATENAさんも御存じかもしれませんけど、NEIといろいろ意見を交わしながらやって

いるという状態なので、そういうのも、ある意味大事なのですね。我々も、そういうこと

も必要かなとは思っていますが、一応検査制度が始まって2年たって、いろいろやってき

た中で、我々蓄積をしているところもあるので、逆に、そういう意見なんかを交わすのも、

ある意味、ここの意見交換の場だと思っていまして。だから、例えば検査の結果なんかを

我々、今回報告しましたけれども、それにおいて、ある意味、これは指摘事項になってい

るものなので、なかなか指摘事項に何でしたのかみたいな話にしかならないのですけど、

そうではなくて、指摘事項にならなかったものに対して、また、なったけれどもこうでは

ないかみたいな、そういう意見も、実はここの場でやれるといいかなと思っていますので、

そこは将来、ぜひそういうのができればなと思っています。 

 以上です。 

 意見ございますでしょうか。 

○森下長官官房審議官 規制庁の森下です。 

 2番目のポツのほうの話で、※印のところの過去と同じ質問を行うことはあり得るとい

うところですけども、大事なのは、問題意識が違う場合という、問題意識は先ほどのPRA

と同じなのですけども、なぜそれを問うのかということをきちんと伝えると、事業者側に

と。これがきちんとできれば繰り返しの質問はあり得ると思いますので、背景とか問題意

識を含めて、うち側がちゃんと伝えるということで、同じ質問は行うことがあり得るとい

うふうに理解してもらえればと思います。 

 以上です。 

○富田部長（ATENA） ATHENA、富田です。 

 承知しました。そういうような意図とかそういったものが分かった上での質問であれば、

十分理解できると思いますので、本件に関しては承知しました。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ほかに御意見ございますでしょうか。よろしいですかね。 

では、本件、以上にしたいと思います。 

では、次の議題ですね、議題6番ということで、事業者の機微情報へのアクセスの手順

の明確化です。これについても、規制庁の渡邉のほうから説明をします。 

○渡邉課長補佐 検査監督総括課の渡邉です。 

 資料6、説明させていただきます。本件は、前回の意見交換会合でも少し議論させてい

ただいたものの続きということで、今回はJANSIさんのピアレビュー情報などについて、



 

45 

少し説明させていただきます。 

ポツ二つございまして、まず、一つ目のポツなのですけれども、前回の説明ですと、

JANSIさんのピアレビュー報告書などに含まれるWANOさんの情報がございますので、そう

いったものは、なかなかJANSIだけの判断では検査官に見せることはできないというとこ

ろを御説明いただいたところです。それはそうなのですけれども、我々も原子力規制検査

という法律に書かれている検査活動をやっていることもございまして、加えて、本日も北

海道電力、東京電力に説明いただきましたけれども、やはり事業者のCAPシステムが適切

に機能しているかというのは、我々の検査で極めて重要で主眼になってくるところでござ

います。ですので、話を聞くと、事業者の中でも、JANSIピアレビュー情報と明には書い

ていない場合だったりするのですけれども、指摘されたことをCRに登録し、CAPシステム

の中で対応を図っていくという事業者が多いと聞いております。ですので、そういったCR

としてCAPに含まれるものというのは、JANSI情報さんなりほかの、なかなか商業機密なん

かもあるとは思うのですけれども、基本的には検査の対象として検査官が閲覧できるもの

だと考えております。その際は、当然我々も守秘義務なり守るべきところは守って、そう

やって法律に規定されている権限を行使するということは重々意識するのですけれども、

そういった認識で問題ないかということを少し確認させていただきたいというのが一つ目

のポツでございます。 

二つ目のポツは、先ほどもちょっと触れましたように、JANSIさんのピアレビュー情報

に含まれるWANO情報というのは、やはりWANO側の承諾がないとなかなか検査官には見せら

れないということがございますので、こちらは別途、WANOと今後調整をしていくという方

向性を記載しているものです。 

私からは以上です。 

○武山検査監督総括課長 本件に関して、御意見どうでしょうか。 

○富田部長（ATENA） すみません。ATHENA、富田です。 

 1点目なのですけども、まず、ちょっと確認をさせていただきたいのですけど、ここで

おっしゃっているのは、CRに含まれている情報を開示したい、CRを見たいということなの

か、それともCRとして登録されている、例えばJANSIのピアレビュー情報とかWANOではな

いのかもしれませんけど、JANSIの重要情報みたいなものを直接原本を御覧になりたいと

思っているのか。どちらなのか、まず、ちょっと確認させてください。よろしくお願いし

ます。 

○渡邉課長補佐 規制庁、渡邉ですけども。 

 原本を見せろと言っているのではなくて、あくまでCRとして登録されている内容を原子

力規制検査として見るということでございます。 

○富田部長（ATENA） 承知しました。であるとすると、現状として、多分多くの電力は

CRに登録されていると思います。やはり、JANSIとの覚書の中で、我々もそうなのですけ

ども、第三者に開示するときには、自らの言葉に置き換えて登録しなければいけないとい
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うのがありまして、JANSIのピアレビュー情報はこれですというような書き方をすること

はできませんので、そういうふうに登録しているところがほとんどだと思います。ですか

ら、今時点としても、かなり登録されているところは見れているのではないかと思います

が、そこに関して、何か問題点というか、あるのかというのをちょっと、またお伺いした

いのですけども。 

○渡邉課長補佐 規制庁の渡邉です。 

 我々も多くはそういった状況であると認識しているのですけども、我々が調べた中です

と、一部の電力さんでは、CRの情報でも、これはJANSI情報だからといって、一部検査官

が見れないといった事例もありましたので、そこは事業者の中で横並びを取っていただき

たいなと考えており、今回、我々の考えを提示させていただいたところです。 

 以上です。 

○富田部長（ATENA） どうもありがとうございます。 

 分かりました。実態が、どこがポイントなのかというのが非常によく分かりました。確

かに、我々の中でも、大方の電力は多分、今時点でもCRの中に入っていて、CR自体にはど

この電力も入っているかと思うのですけども、CRの中に入っていて、見れる状態ではある

のですけども、一部そうではないというところもあるというふうに漏れ聞いているので、

ちょっと今後、この点に関しては、改善に向けて議論させていただきたいなというふうに

思います。 

 以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 もう一個の下のほうのやつについてですけれども、これは、むしろJANSIのピアレビュ

ー報告書自体の閲覧とか、あるいは運転重要度文書の閲覧というものについての話を言っ

ています。これは前回の会合でも申し上げましたけれども、我々、運転経験の反映につい

て、別途こちらのほうでも調査をして、むしろ、こちらは規制に反映することがあるかど

うかという観点で、技術情報検討会などで検討しているところですので、それの一つの参

考になるようなものがあるかどうかということがちょっと興味があって、こういったもの

についても閲覧ができたらいいのではないかというふうに考えているところです。これに

ついては、前回の意見交換会合でも、その情報の中にはWANOからもらった情報なんかも入

っているので、ちょっとWANOの合意が要るのですという話があったので、これについては、

WANOと調整をまた開始しているということにしておりますという状況です。 

 以上でございます。 

 何かございますでしょうかね。よろしいでしょうか。 

 特にないようでしたら、今日の議題は以上でして、あと、参考資料として、今日、実は

参考1として課題への対応のスケジュールということで、前回の会合のときに、今日御欠

席ですけれども、関村先生のほうから、線表化してほしいというお話があったので、ちょ

っと、まだラフな線表ですけれども、このような形で今進めていますと。現状、これにつ
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いては、後ろの参考資料2の委員会で報告した資料の線表化したものなのですけれども、

この中で、例えば下から五つ目ぐらいの検査官交流に関しては、先週ぐらいから柏崎の検

査官を美浜の検査事務所に派遣をして、検査官交流を開始しているところですし、あと、

その上のほうに、設計監理、火災防護の検査の改善という中の火災防護の検査についての

チーム検査ですね、NRCのチーム検査に職員を派遣ということで、これについては、今週

からアメリカに1か月ぐらい行っていただいて、チーム検査について見てきていただいて

いるという状況になっております。ということで、一応進めている状態ということでござ

いますので、参考までに報告させていただきたいと思います。 

 議題としては以上ですけど、全体として何かございますでしょうか。 

 勝田さん、お願いします。 

○勝田委員 今日も貴重な話、いろいろありがとうございました。全体としての雑駁な意

見なのですが。 

まず、資料2の日程調整の話を聞いていて、ちょっと思ったのですが、もちろんなれ合

いというのはよくないのですが、現在、検査制度もある程度落ち着いてきていて、個別の

ガイドラインというのもできてきた状態です。それを考えると、そういうルールは守った

上で、少し柔軟な対応というのも少しずつチャレンジしてもらってもいいような気がして

います。規制者も被規制者も立場は違うのですが、安全性を追求するという意味ではゴー

ルは一緒ですので、ぜひチャレンジしてほしいですし、特に、あってはならないことです

が、緊急事態になると、やはり柔軟性というのが必要になってくると思います。平常時か

ら、やはりそういうことを少し慣れておかないと、緊急事態というのは、多分柔軟な対応

というのはできないかもしれないので、ぜひそういうことも少しずつやっていただけたら

というふうに思いました。 

 2点目ですが、ある意味同じことなのですが、資料1で検査の状況を教えていただきまし

た。もちろん原因とか対策はおのおのについて説明していただいたのですが、何となく要

領書になかったからとか、ルールになかったからというところがちょっと目立って見えた

ところがあります。また同じような意見から、定期検査でトラブルが起こるのは、もしか

したら当たり前というのもあったのかもしれません。全体として、今回そういう雰囲気が

見えたので、もちろん要領書とかルールを守るというのは当然なのですが、検査制度もあ

る程度見えてきたところがありますし、そういうのを守りつつ、例えば要領書、ルールを

守りながらも、本当にこれでいいのかと疑いながら行動するとか、それはまたそれで、柔

軟性というのを持ちつつやっていく時期にそろそろ来ているような気がしました。 

 すみません。雑駁な印象なのですが、以上、感想です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 先生おっしゃるとおり、我々も柔軟に対応しなければいけないと思っていますし、ある

意味、ガイドというものは、ガイドに縛られる検査をするなというふうに前の委員長はよ

く言っていたのですけども、だと思っていまして、やはり技術的な観点で正しいかどうか
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というのを見るということが大事だと思っていますし、そういう意味では、先ほどの要領

書にないとか、ルールにないとかという、それだけでもって指摘をしているわけではなく

て、そもそもそれが正しいものかどうかという目で見て、正しいものであれば従うべきだ

よねという、そういうふうな視点は忘れないで検査をすべきだと思って検査をしておりま

す。おっしゃるとおりだと思います。 

 では、杉山先生、お願いします。 

○杉山委員 規制委員の杉山です。 

今回、この意見交換会、初めて出席させていただきまして、非常に興味深く聞かせて

いただきました。それで、その中でATENAから御説明いただいた設計基準文書の話、これ

が非常に印象深くて、この中で、規制要件を踏まえて設計要件を取りまとめると。その規

制要件と設計要件の間にはギャップがあって、当然規制要件がなぜそれを求めているのか。

例えば数値目標で、数値的な規制要件であれば、なぜそれでいいのかというような根拠、

そういったことが本来は規制委員会側からきちんと説明がなされなければいけなくて、そ

れに基づいて設計要件に変換されると思うのですけど。新規制基準のときには、シビアア

クシデント関係は相当オープンに議論したと思うのですけど、それ以外のいわゆる設計基

準対象施設に関する規制要件については、正直その前の安全委員会の頃の指針からそのま

ま持ってきただけの部分はかなりあります。では、安全委員会の頃にそこがきちんと説明

されていたかというと、されていません。先ほど、米国は文書に落とし込む文化だという

話ですけど、日本は、割とそこはプラクティスに乗っかってきたというか。ですから、な

ぜということを我々が問われると、むしろ我々分からなかったりするのですね。それって

とても問題だと思っています。そこを乗り越えないと、先ほど勝田先生からも柔軟な対応

という御意見が出て、もっともだと思ったのですけど、柔軟な対応というのは、要するに

今までのプラクティスからはみ出したことをやろうと思うときに、それでいいのかどうか

ということは、そもそもその規制要件がなぜそれが正しいのかということが分かっていれ

ば、それはやってもいいことだとか、それはやってはいけないことだということが判断で

きるはずなのですね。ですから、やはりそういう部分に遡って、我々ちょっと、説明なり

を充実していく必要があると感じました。ただ、それは短時間で行うことはできませんの

で、時間をかけてやっていきたいのですけれども、設計基準文書を作るプロセスで何か気

づきがあったら、ぜひこちらに共有していただきたいというのが私からのお願いです。 

以上です。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 さっき米岡先生から挙がったので、米岡先生、お願いします。 

○米岡委員 時間なので手短に。今回の報告事項の中に入れる予定ではなかったと思うの

ですけれども、大分コロナの影響も限定的になってきていて、検査のスケジュールもだん

だん密になってきているのではないかなというふうに推測しています。そういう意味にお

いて、検査官の方の繁忙感とか業務負荷とか、そういった意味での人の手当というのがき
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ちんと計画的に進んでいて、検査官の方がきちんと、しっかりと検査ができる環境にある

のかだけ少しお聞かせいただけますでしょうか。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、コロナが一時期あったときは、結構、特にチーム検査なんかは、ち

ょっと見送っていたところもあったのですけども、今、通常に戻ってきています。検査官

自身は、実はもともと割と忙しくて、人数もなかなか充実していないところもあるので、

そういう意味からすると、常に忙しい状態ではあります。ただ、検査は一応きちんとやら

れている状態ではあります。通常に戻ったからといって、何か検査を行うに当たって支障

があるという状態ではありません。検査はきちんと計画どおりやれるような形にはなって

おります。 

 先ほど言ったように、検査官交流で長期停止しているプラントの検査官を運転している

プラントに派遣するというやり方もしていますし、あとは、先ほどアメリカに火災防護の

チーム検査に視察に行ってもらっている人がいると言っていましたけど、その中の1名は

事務所にいる検査官なので、彼がいない間のフォローというのをしなければいけないとい

うことで、それについては、東京のほうから検査官を派遣するとかという形で、ある意味、

検査官をうまくローテーションさせて行っているというのが実態でございます。 

 以上です。 

 田中先生、いいでしょうか。 

○田中委員 本日は、どうもありがとうございました。また、外部有識者の方々、どうも

ありがとうございました。これは今回10回目ということだから、2年半たっているのです

よね。私もこの意見交換会合、大変重要なものだと思って、大変関心を持って参加させて

いただいています。初め頃は、あまり率直な意見交換なかったのですけども、だんだんと

意見交換が出てきたと思いますが、もっともっと皆さん、遠慮なく意見交換をできる場に

なっていくといいなと思います。どうもありがとうございました。 

○武山検査監督総括課長 ありがとうございます。 

ほかになければ、今日の会議は終わらせていただきたいと思いますけれども、いかが

でしょうか。大丈夫ですかね。 

それでは、以上でもって第10回の検査制度に関する意見交換会合を終了いたします。

ありがとうございました。 

 

 


